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開議 午前９時30分 

○議長（中村勝利君） おはようございます。 

 大変お忙しいところお集まりくださいましてありがとうございます。 

 本日の欠席届け出議員は９番山中議員です。 

 ただいまの出席議員は17名で、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しまし

た。 

 これより会議を開きます。（午前９時30分） 

 総務課長より発言の申し出がありましたので、許可いたします。総務課長。 

○総務課長（竹内章介君） まことに申しわけございません。 

 ６日の本会議におきまして、14番村上議員から定額給付金申請期間のご質問がございま

した。勢い余りまして、１年間とお答えいたしましたが、申請受け付け期間は４月６日の

申請受け付け開始日から10月６日までの６カ月間というふうに予定しておりますので、訂

正をしておわび申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 直ちに日程に入ります。 

 日程は、お手元に配付のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（中村勝利君） それでは、日程第１、一般質問を行います。 

 通告を受けておりますので、順次発言を許します。５番谷議員。 

○５番（谷  清君） 私は、２点質問をいたします。 

 平成16年の高潮被害がかなりありまして、そのためにいち早く木庄川の嵩上げが完成さ

れ、まことに感謝にたえないところであります。 

 そして今、木庄川東側の植松都市下水路の改修が行われまして、現在も継続中でありま

すが、完成した時点で性能がよくなると吐出する水量が多くなり、水の勢いも強くなり、

嵩上げをしたパラペットの上を通り越すのではないかと近隣の方々が大いに心配をしてお

るところでございます。 

 その心配の原因の一つとして挙げられますのが、この冬の潮位であります。平成16年８

月30日の高潮以来、ずっと30センチぐらいは高いのと、それに加えてことしは２月、３月

にも夏日になったところが多く、サクラの開花の便りも例年に比べて随分早くなっており

ます。この冬の気温が高いのが地球温暖化につながり、これが高潮につながっていると、

平成16年もこの寒い時期に気温が高かったと記憶をいたしております。 
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 また、全国各地で時間雨量100ミリを超える、いわゆるゲリラ豪雨は珍しいことではな

く、想像を絶するような事態が全国各地で起こっております。 

 そこで、特に周辺住民の方々が言われるのは、大雨が降る、高潮になる、またその両方

が同時に来たときには当然ポンプの運転をして浸水を防ぐ方法がとられますが、どのよう

な状態になったときにだれが判断をしてポンプのスイッチを入れるのか、これについては

ほかに片城ポンプ場、馬木ポンプ場とございますが、運転する時間等、機械設備、河川の

規模により違うと思いますが、すべてのポンプ場の総責任者はだれなのかということを明

確にしていただきたいと、このように思います。しかしながら、自然界においては何が起

こるか予想もつきません。もしポンプ場の排水能力を超え、嵩上げしたパラペットを越流

をして浸水するような大災害が起きたとしても、責任者出てこいとか弁償しろとかいう話

ではなく、システムについての素朴な質問でありますので、この際申し添えておきたいと

思います。 

 次に、内海病院の眼科が休診となり、長い間患者の皆さんにはご迷惑をおかけしたこと

に対し、町長は所信表明の中で休診となっていた眼科について、非常勤医師の確保にめど

が立ち、４月から月に３回の外来診療を開始する予定になっていると言われましたが、加

齢により目の不自由な大勢の患者の方が満足のいく話では到底ありません。せめて、週３

回ぐらいの医療体制がとれないものかなという思いがあるわけですが、これからもずっと

月３回の診療しかできないのか、それとも企業努力により近い将来には常勤眼科医師の確

保はできるのか、お伺いをしたいと思います。以上であります。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） ５番谷議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目の現在再整備されている植松ポンプ場の整備後の性能と、その他２カ所のポンプ

場も含めたポンプ運転などの管理についてのご質問ですが、植松ポンプ場につきましては

昭和51年度に供用開始後、既に30年以上が経過しております。建物、機械などの設備とと

もに老朽化が激しい上、最近の市街化による雨水の流入量の増大などの状況の変化から、

平成16年度に集水面積及び排水計画の全面的見直しをいたしました。 

 それに基づき、平成19年度に実施設計を行い、平成20年度から全面的な再整備を国庫補

助事業により実施をしておりまして、平成21年度で現在実施中の工事については完成し、

平成22年度では新たに除じん機を設置する計画となっております。 

 なお、引き続き新たなポンプ場の建設も予定しており、台風などの大雨のときや高潮な

どによる低地帯の浸水対策に取り組んでまいります。 
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 ご質問への詳細な回答につきましては、後ほど担当課長から説明をさせます。 

 次に、内海病院眼科の診療体制の強化と将来常勤医師の確保ができるのかとのご質問で

ございますが、昨年９月末に常勤の眼科医師が退職以来、住民の方々にはご不便、ご迷惑

をかけておりますが、ご質問にありましたように、４月から月に３回程度と限られた回数

ではございますが、常勤医師による診察を再開できることとなり、準備を進めておりま

す。今のところ、６月末までの診察日が決まっておりますので、町広報や病院内掲示によ

りまして、町民の皆様へのお知らせをすることといたしております。 

 谷議員がおっしゃるように、眼科の診察が月３回程度では十分ではないと私も考えてお

りますが、現在一部の大都会を除き、全国的な医師不足により、自治体病院が閉鎖、休診

に追い込まれている現状が続いております。医師不足は、内海病院でも例外ではなく、平

成17年４月には20名勤務していた常勤医師が、本年４月には17名となり、減少傾向が続い

ております。このような中、６日の本会議で議決をいただきました医師についての初任給

調整手当の増額、特殊勤務手当の新設により、処遇面の改善を図り、医師確保の条件整備

に努めております。新年度においても、老朽化が激しい医師住宅のあり方検討など、条件

面での整備はもとより、県、大学などに積極的に働きかけ、医師の確保に努めてまいりま

すので、議員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 なお、今回眼科の診察をお願いする医師は香川県出身であり、将来は県内へ帰りたいと

の意向を持っていると聞いておりますことから、私も１度お会いして、常勤医師としての

勤務をお願いいたしたいと考えております。 

 次に、建設課長から答弁をさせます。 

○議長（中村勝利君） 建設課長。 

○建設課長（岡本安司君） ５番谷議員のご質問にお答えします。 

 ご質問の再整備によりポンプ場から吐き出す水の勢いが強くなり、木庄川の護岸を超す

のではとご心配の件でございますが、植松都市下水施設は平成16年度の集水面積及び排水

計画の見直しの結果、集水面積は32ヘクタールから現況に合わせ、51.6ヘクタールに拡大

し、計画降雨量も１時間40ミリの降雨対応を片城、馬木のポンプ場と同じ１時間65ミリの

降雨対応とし、集水面積、計画降雨量ともに拡大いたしました。このことにより、施設の

面積や吐出量の増加など現在の施設では対応が困難であることから、集水面積51.6ヘクタ

ールを３分割し、ポンプ稼働時の吐出量等は現在と変わらないよう、そのうちの19.4ヘク

タールの区域で１時間65ミリの降雨に対応するため、口径900ミリ１基、口径450ミリ２基

のポンプで再整備を計画し、実施しています。 
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 対応できる時間当たりの降雨量は増加しましたが、対応面積が減少いたしましたので、

植松ポンプ場の更新されるポンプ３基それぞれの能力は若干変わりますが、全体の能力に

変更はなく、吐出量及び吐き出す水の勢いは今までと同じでございます。 

 また、県の高潮対策事業による木庄川護岸嵩上げの際に県にお願いをして、ポンプ排水

による水位上昇影響を考慮し、高潮対策の計画高よりさらに20センチメートル高く嵩上げ

をしていただいておりますので、ポンプ運転の影響で護岸を越水することはないと思われ

ます。 

 なお、集水面積51.6ヘクタールの残り、32.2ヘクタールのうち、14.6ヘクタールは河川

に直接排水、また市街地東部の17.6ヘクタールの区域につきましては、平成23年度から約

４カ年程度の予定で新たなポンプ場を建設し、安田大川に排水する計画となっておりま

す。 

 次に、ポンプを稼働させる判断はいつ、だれがするのかとのご質問でございますが、建

設課ではポンプ場の運転など管理に関しての出動態勢を定めており、第１指令は大雨また

は高潮注意報等が発令されたときや潮位が一定以上になると予想されるときには、職員が

当番制で見回りをし、現地の状況判断により必要に応じてゲートの開閉やポンプの運転を

行い、水防本部が設置された第２指令では２人から３人体制でポンプ場に張りつき、ポン

プ運転を開始し、状況判断でゲートの開閉を行うとともに、降雨状況や危険水位の確認な

どを行い、現地の状況報告をすることとしております。 

 平成20年度は、幸いにして台風の襲来は１件もございませんでしたが、建設課職員は平

成20年度で31日間で夜間の約２時間から３時間、高潮の見回り等をしており、浸水に対し

て迅速に対応するよう、職員全員が責務として使命感を持って勤めているところでござい

ます。 

 しかし、先ほども谷議員おっしゃられましたように、ポンプ場は職員が常勤の施設では

なく、谷議員もご指摘のゲリラ豪雨や最近では２月に九州地方で起こった副振動による急

激な潮位の変動など、予測できない異常な自然現象すべてに完璧な対応は困難であること

もご理解願いたいと思います。 

 なお、片城、植松、馬木のポンプ場の管理責任者は当然担当課長の私であると認識をし

ており、浸水被害が極力最小限に抑えられるよう、建設課職員全員でポンプ場の適正な管

理運転に努めたいと考えております。ご理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（中村勝利君） ５番谷議員。 

○５番（谷  清君） ポンプ場ができまして、今までに降雨量とか高潮の様子を見てみ



-  - 6

ますと、十数回は浸水を免れておるという非常に頼りになる施設といいますか、こういう

ことでありますから、ランニングコストもかなりかかっておるというのも十分承知をして

おります。そして、今町長が言われた新しいポンプ場もやるということでありますので、

なるべく被害を出さないように高潮対策と絡めまして、一日も早いポンプ場の設置をお願

いしたらと、このように思っておるところでございます。 

 それから、病院の眼科医師の件でありますが、中核病院としてやはり責任のあるやり

方、患者さんに不自由をかけないということで、非常に常日ごろ町長以下心を砕いて努力

をされておると思いますけれども、何しろ交通弱者が多うございます。そういうことか

ら、なるべく常勤の医師をということで今後とも努力をされますようにお願いを申し上げ

まして、もうこれ答弁は要りません。私の質問を終わりたいと思います。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、８番井上議員。 

○８番（井上喜代文君） 小豆島の石の文化、石彫メジャーにということで町長にお伺い

をしたいと思います。 

 小豆島アートアイランド事業として芸術村構想を計画していたものが、小豆島芸術家村

事業として県、土庄町、小豆島町の連携で実現しました。まことに喜ばしいことです。ス

ムーズな運営を期待するところです。 

 芸術作品をつくることとは、お金のかかることと思います。今後、何年県の支援の有無

にかかわらず、続けていくつもりでしょうか。新しい事業に力を注ぐことはまことによい

ことですが、一方で地元の芸術品にも目を向けることも大切だと思います。 

 旧内海町で1968年、日本青年彫刻家シンポジウム、1991年、小豆島国際石彫シンポジウ

ム、それぞれ大きなイベントとして大金をもかけていると想像します。それに、当時の彫

刻家の石に取り組む創造意欲や情熱、エネルギーが表現された石彫が町の広場や公園、公

共施設等に100個近くあり、それぞれすばらしい作品であります。今となって少し忘れが

ちになってきた石彫にもう一度目を向け、小豆島町の町じゅう美術館として全国に向け、

情報発信をもし、二十四の瞳、オリーブに続く観光の目玉にと思いますが、町長はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） ８番井上議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、小豆島芸術家村事業につきましては、香川県と連携をいたしまして、昨年度から

準備を進めてまいりましたが、皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして、この３月
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20日から２名の芸術家を迎えてスタートいたしております。本事業は香川県も初めての試

みでありまして、芸術家の招致につきましては香川県文化芸術振興計画では５カ年とあり

ますが、現段階ではとりあえず３カ年の様子を見て、その後対応を考えていくと聞いてお

ります。 

 本町におきましても、小豆島町総合計画にありますとおり、小豆島アートアイランド事

業において、今後本事業における３カ年の実績をもとに実りある結果となるよう、その後

においても継続してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、ご指摘の石彫作品につきましては、旧内海町で昭和43年に当時の福当石材事業協

同組合の湊光雄さんを中心にいたしまして、若い石彫作家たちによる日本青年彫刻家シン

ポジウムが開催されまして、この取り組みが一つの契機となって、それ以降石の本場であ

る福田地区におきまして、継続的に石彫作品が制作され、これらの作品については町内の

公共施設を中心に設置されているところであります。 

 その後、平成３年には旧内海町の合併40周年記念事業の一つとして、５人の海外作家を

含む18人の石彫作家を迎えまして、小豆島国際石彫シンポジウムを開催いたしました。こ

のシンポジウムは完成作品を持ち寄ってのコンクール方式ではなくて、四十数日間の制作

過程を一般町民に公開する特徴的な形式で行われ、このときにつくられた作品はオリーブ

公園を初め、公共施設や国道沿いに配置をしているところでございます。 

 井上議員のご指摘のように、設置後相当の年月が経過して、これらの石彫作品は周辺の

景観に溶け込み、地元の方にはふだんの風景と感じられ、観光客には気づかれないことも

ございます。 

 今後におきましては、平成22年開催予定の瀬戸内国際芸術祭を視野に入れまして、地場

産業の石材と芸術が融合した本町固有の地域資源を有効に活用するという観点から、石彫

作品の新たなガイドマップを作成するなど、石彫シンポジウムのコンセプトでもある「町

中が美術館」としての内外に向けて情報発信をしてまいりたいと考えております。 

 あわせて、石彫などの文化的資源や石にまつわる歴史的なつながりを素材とした地域お

こしに向けて、石に関するイベントを開催すべく、土庄町とともに検討を進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） ８番井上議員。 

○８番（井上喜代文君） 昨年の施政方針の中で、県と小豆島町がということで説明があ

ったと思うんですが、今回新聞の中では発表では土庄町と小豆島町、香川県という連携と

いうことで、土庄町が今回の部分にどのようにかかわりを持っているのか、また費用面で
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はどういうふうになっているのかもお聞きをしたいなと思います。 

 それから、この事業をする中で、小学生、中学生とはどのようにかかわりを持っている

のかということもお聞きをしたいと思います。 

 石彫の部分ですが、先ほど町長が言われましたように、もう数年たっており、道の端、

国道の横を通っておっても、草の影といいますか、草の中にあってわからないものやオリ

ーブの影になって、もうオリーブの木が大きくなって見えないものも数多くあるように見

受けられます。 

 また、企業等の中庭等にあって、見ようにも見られないというふうなところもあろうか

と思います。先ほど改めてパンフレット等の作成もしたいということをおっしゃっており

ましたので、ぜひ早くパンフレット等の作成をしていただくのと同時に、作者のその後の

活動状況といいますか、どこかで立派な作品を残している場合は、それとタイアップして

こちらの作品も生かしていくというような方向もとっていただきたいと思います。ぜひ、

2010年に瀬戸内海国際芸術祭で開催されるときには、この石彫を大きな目玉にといいます

か、この石彫はまさに現代アートそのものと考えますので、ぜひいち早くいろんな情報発

信をしていただきたいとこのように思います。 

○議長（中村勝利君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（森 弘章君） 昨年の実施計画では、県と小豆島町、この２件での実施

というような話でございましたが、県外、島外へ発信する場合、小豆島っていうのは島は

一つというふうなことで、中に島が２つあろうが３つあろうが、それは外から見ると関係

ないことで、小豆島という発信源というふうな、情報の発信源というふうなことで、ぜひ

土庄町のほうも参加をしてほしいというふうな県からの誘致がございました。そういった

関係で、土庄町、小豆島町と県というこの３つで実施するというふうな話し合いに決定し

たところでございます。費用につきましては、土庄町については今回は人的協力、人の協

力のみというふうなことでございますが、実際にこれまでにいろいろなイベント等に土庄

町の教育委員会からも参加をしていただいております。 

 それから、小・中学生の今後のかかわりというふうなことですが、既に何回か実施され

てきました、夏季に実施されてきましたワークショップ、小・中・高を対象にしましたワ

ークショップでございます。こちらの教室においても、今回招聘されました２名の芸術

家、今後招聘されるであろう芸術家等については、率先してこちらのワークショップに協

力してもらう、それから地元イベント等についても参加をしていただくというふうなこと

が条件となっておりまして、この29日、芸術家村オープン式典、開村式を実施する運びと
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なっております。以上でございます。 

○議長（中村勝利君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 篤君） 先ほど井上議員のご指摘のございましたパンフレットの

作成時期でございますが、でき得れば21年中には作成をして情報発信に努めてまいりたい

と思っております。 

 なお、パンフレット作成に先立ちまして、当然今現在配置されておる石彫作品のチェッ

クもあわせて行ってまいりたいというふうに思っております。 

 また、平成３年に行いました国際石彫シンポジウムに参加された作家についても調査を

してまいりたいと思っております。 

 なお、先日も瀬戸内国際芸術祭の県の担当課でございますにぎわい創出課のほうへ赴き

まして、情報発信についての協力依頼をしてきたところでございます。以上、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） ８番井上議員。 

○８番（井上喜代文君） どうしても、石は重たくてかたくて移動が困難であるというこ

とで、マイナーなイメージがあるんですが、島外者が福田に上がってバスから石彫を見る

と、やっぱり小豆島へ来たなという感じを持つそうでございます。これは、昨年茨木市へ

演劇行ったときに、オリーブマラソンに毎年来るんだけれども、福田へ上がってバスへ乗

って石彫を見るたびに小豆島へ来たなという茨木の市議が言っておりました。ぜひ、石彫

はいつまでも大事に残してくれよという言葉を、私と渡辺さんと同じよったテーブルで言

われたんで、ちょっと市議の名前を覚えてないんですが、くれぐれも頼むぞということも

言われましたんで、どうしても道の端、国道沿いでということで草がよく生えたり、管理

をかなりきれいにしているとこもあるんですが、私も年に５回ぐらいゴルフ行くんです

が、その途中どうしても草に紛れとる時期が何回か見受けられます。そういうことで、管

理の面もだれが管理をするのかいうのもきちんと計画して、一年じゅうせっかくの作品で

すから見よい、極端に言うと、車をとめてみるぐらいまでちょっと整備をしてあげてもい

いんじゃないかなと思いますので、その点もよろしくお願いしとったらと思います。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 井上議員のほうから石彫に対して非常に強い関心を持っていただ

いて、茨木市の市会議員が評価してくれたということをお聞きして、非常に心強く思いま

した。今、道端に路傍に作者の好きなところに置いてくださいということで、当時置いた

んですが、一部は吉田のキャンプ場のほうへ移しているわけでございます。そういうよう
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なことで、もう一度石彫の展示につきましても草にまみれたようなとこもあると思います

ので、調査をして小豆島の誇りとしてアピールしていきたいと、かように思いますので、

よろしくお願いいたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、３番森口議員。 

○３番（森口久士君） 私は、２点質問させていただきます。 

 先ほど一部答弁があったわけなんですが、芸術家村実施に向けてということで、芸術家

村構想の核となる若手芸術家の創作活動の支援を行うアーチスト・イン・レジデンス事業

に香川県と連携して取り組んでまいりますとのことですが、２月12日に応募のありました

47名の中から２名を選んだと聞きます。２月20日の新聞で２名のことを知りましたが、こ

の質問を出しました３月４日現在も地元自治会などには連絡はないとのことです。期間に

ついても、当初１回の滞在は３カ月とし、５カ年の事業計画であると聞いておりました。

新聞報道によりますと、期間が長いように思いますし、また秋にも予定があるように聞か

れますが、どのようになっていますか。当初、地元の人とも交流できるようにと聞いてお

りました。このようなことでは、今後自治会とうまくいかないのではないですか。対応を

どのように考えていますか、町長にお伺いします。 

 ２点目の新聞報道による学校統合に関して、施政方針で学校再編整備検討委員会から２

月末に答申が出されましたので、平成21年度では答申を踏まえた新たな再編整備計画を作

成するとともに、本計画に基づいた取り組みを進めてまいりますとのことですが、答申内

容などの説明が議会にないうちに、２月28日に新聞報道されました。地元住民から統合が

決まっているのかというようないろいろな質問があります。土庄町の再編計画では、豊島

小を除く町内の４校を１校にする、校舎の老朽化が進んでいることなどから、耐震化工事

をせずに校舎を新築、2014年度の開校を目指すとなっています。新聞報道の内容について

ですが、優先して学校再編の必要性が高いのは小学校であり、その統合小学校はいつ開校

するのですか。新聞報道によると、内海と池田中は2013年度を目標に統合するとのことで

すが、教育長は各学校の教育方針をどのように評価していますか。今後の小豆島町の小学

校、中学校教育をどのように考えていますか、町長、教育長にお伺いします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） ３番森口議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、小豆島芸術家村事業も昨年から香川県、小豆島町、土庄町で構成しております実

行委員会で本格的に取り組んでまいり、いよいよ２名の芸術家を迎えることとなりまし
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た。特に、地元蒲野地区の方々にはご理解とご協力を賜り、御礼を申し上げます。 

 本事業につきましては、香川県あるいは当町におきましても新規事業であり、手探り状

態で進めてまいっております関係で大変ご迷惑をおかけし、おわびを申し上げます。 

 さて、募集につきましては、香川県の事務局で対応していただいておりますが、昨年末

に応募を締め切り、全国から予想を上回る47名の応募があり、書類選考による一次審査を

美術ワークショップイン小豆島でお世話になっております東京芸術大学の箕浦教授を中心

にお願いをし、８名の方が２次選考に残りました。その８名につきましては、去る２月

12日に三都公民館におきまして東京芸術大学の箕浦教授、保科教授による面接を実施いた

しまして、最終的に２名の選考がなされました。この結果が16日に香川県において記者発

表され、18日以降に新聞報道がなされました。創作活動の期間は、当初３カ月程度とご説

明申し上げておりましたが、募集要項には若干の移動期間を考慮し、３カ月以上４カ月未

満と記載をしておりました関係で、滞在期間が長くなった次第でありますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 また、秋の予定につきましては、今回最終選考審査に残りました８名の方が審査員の方

から大変優秀な人材であり、このまま切り捨てるのはおかしい。何とか受け入れできない

かとのご意見もあり、先日の実行委員会におきまして、地元自治会、老人会にご協力いた

だけるのであれば、計画の前倒しでお願いしようということとなりました。 

 また、募集要項におきましても、地元の皆様との交流を条件としており、イベントの参

加、月に１回の老人会の集まりへの参加以来、また、「いいな 三都文化クラブ」などと

の交流事業などを計画しております。既に、本事業はスタートをいたしておりますが、自

治会を初め地元関係諸団体へのご相談、ご報告をより綿密にしてまいりたいと考えており

ますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。 

 次に、学校統合に関する質問ですが、学校教育について私の考えを申し上げますと、ま

ず学校は教育委員会が定めた教育方針に従い、それぞれの学校において教育計画を定め、

教師が児童・生徒に計画的、組織的、系統的に教育を行う場所であると考えております。 

 また、多様な児童・生徒がともに学び合う仲間として存在し、日々の学習活動や仲間た

ちのかかわりの中で、お互いに切磋琢磨しながら成長していくことが望ましい姿であると

考えております。 

 さらに、各学校はそれぞれの地域の歴史や文化、伝統とともに地域の方々に支えられて

今日に至っており、今も地域の核であり、大きな財産であると思っております。本町の教

育をどう考えるかとのご質問ですが、児童・生徒数が急激に減少し、各学校とも小規模と
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なってきておりますが、小規模ならではの工夫や努力を重ね、特色ある教育成果を上げて

いると思っております。 

 一方で、学校施設の耐震性の問題がありますが、本町で耐震性が確保されている校舎は

昨年完成した内海中学校だけという状況で、他の校舎は建築後30年以上が経過しておりま

す。児童・生徒が減少していく中で、耐震化を進めていくとともに、本町の教育のあるべ

き姿を考え、学習環境の整備充実を図り、学校運営上の問題改善のためには、どうしても

学校再編を検討する必要が生じてまいりました。 

 こういったこともあり、平成19年10月に学校再編整備検討委員会を組織し、町立学校な

どの施設整備基本計画、統合などについて検討をお願いしたわけでございます。今回の答

申は、その諮問に対する答申であり、本町の学校施設等のあり方の方向性を示していただ

いたもので、尊重すべきと考えております。 

 今後、この答申に基づき、教育委員会において学校施設等適正配置基本計画及び実施計

画を策定するよう指示をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 あと、教育長から答弁をさせます。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） ３番森口議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の答申内容等の説明が議会にないうちに新聞報道がなされたということで

ございますけれども、今回の答申は先ほどの町長答弁にもございましたように、本町の学

校施設の整備基本計画と統合等の将来構想の策定に関する事項について、町長が諮問した

ことに対する学校再編整備検討委員会からの答申ということでございます。この答申を受

けた際に、町長から本検討委員会の委員長に対して、この答申を尊重して学校再編整備に

関する基本方針と実施計画を策定するよう教育委員会に対して指示するという旨の返答が

ございました。 

 教育委員会といたしましては、この返答を町長からの指示と受けとめておりますので、

本答申を尊重し、町議会の議員の皆様のご意見もお伺いしながら、５月末をめどに学校再

編等の方針なり計画の策定作業を進めていきたいと、このように考えております。 

 このたび、検討をお願いいたしました学校再編整備検討委員会は、議会、住民、保護

者、学校の代表者で構成されており、本町の学校等のあり方について、それぞれの立場で

慎重にご検討、ご協議をいただいているものと思っております。 

 本検討委員会が町長の諮問機関であり、その委員会の答申でもありますことから、答申

書の提出前に町議会の皆様方にはご説明を申し上げておりませんが、今定例会最終日の議
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員懇談会の中で、答申内容についてご説明をいたしたいと、このように考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 ２点目の、再編が急がれるのは中学校でなく小学校ではないか、またその統合小学校は

いつ開校となるのかというご質問でございますけれども、小・中学校どちらが急がれると

いうことではなくて、児童・生徒数が減少していく中で、子供たちにとってよりよい環境

を確保し、耐震化を含めた施設の整備及び学校運営等を総合的に判断することが重要と考

えて答申が出されたものと思っております。 

 特に、池田中学校の場合、本年度は昨年度より１学級減の５学級、来年度21年度にはさ

らに１学級減って、４学級という状況に至る予定になっております。ご存じのように、教

員数は学級数によって異なってまいりますので、教員確保という面での支障は大きくなり

ます。その点で、本町の状況から考えてみますと、どちらが先というのではなく、小学

校、中学校の再編は並行して進めていかなければならないと、このように考えておりま

す。 

 統合小学校につきましては、答申の中では統合時期は耐震性を考えると早い時期が望ま

しいが、保護者及び地域との協議に期間を要すると思われるため、平成24年度を目標に統

合小学校の建設場所を決定し、合併特例債を考慮した建設計画を示すべきであるとなって

おります。このことからいたしますと、検討委員会の答申の中では、25年度から27年度で

統合校舎を建設し、平成28年度の開校を目標にしているものというふうに考えられます。 

 また、中学校の統合につきましては、平成24年度までに内海地区の小学校の建設計画を

明確にした上で、平成25年度が目標となると、そのように考えたものと思っております。 

 次に、３点目の各学校の教育方針をどのように評価しているかということでございます

けれども、本町の教育委員会の教育目標、これはふるさとを愛し、心豊かでたくましく、

未来に生きる人づくりでございます。この目標を達成するために学校教育の充実、家庭の

教育力の向上、社会教育の活性化に取り組んでいくとしております。各小・中学校の教育

方針、これは町教育委員会の教育方針を尊重したものであり、重点目標や学校経営方針に

ついても努力をし、非常に大きな成果を上げていると、そのように評価しております。 

 一方で、教育現場ではさまざまな問題もございますが、教育委員による学校訪問の実施

や、指導主事を配置していただいておりますことから、状況に応じて指導に努めていると

ころでございます。各学校では、適正に学校運営が行われているものと考えております。 

 最後に、本町の小・中学校の今後の教育をどのように考えているかというご質問でござ

いますけれども、児童・生徒数が減少していく中で、子供たちにとって適正な教育規模を
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考えていくということが重要であると考えております。小規模校の学校にもメリットのあ

ることは十分承知しておりますが、反面デメリットもございます。学校の統合に関しまし

ては、地域の方々にとって非常に大きな問題であろうと思いますが、よりよい教育環境を

確保することが子供たちにとって最優先されるべきであり、教育委員会の務めであると、

このように考えております。 

 また、十分な説明を行うことによって、保護者の方々のご理解を得られるものとも思っ

ておりますので、最終的には地域の皆様方にもご理解をいただくよう、努力を努めてまい

りたいと思っております。 

○議長（中村勝利君） ３番森口議員。 

○３番（森口久士君） 芸術家村の分については、今後地元と協議しながらということで

すから、別段行き違いがあったということで今後そういうことに徹していただいたらいい

と思います。 

 学校のことに関してですが、私はいろいろ質問受けておったということも先ほど述べま

したけども、新聞報道が先になったということが余りにも影響が大きいと、こういうこと

で、それと検討整備委員会のメンバーのことに触れたいと思うんですが、これが今回の分

についてもいろいろ出てきとんですが、十分に代表者として的確であったかどうかという

疑問点を投げられております。といいますのは、例えば自治会長、自治会を代表するとい

う場合に、自治会長の代表は旧内海町にはおりますが、池田町のほうからは自治会長の連

合会のほうの代表者は入ってないと。そして、学校関係でもアンバランスといいますか、

この池田地区のほうの代表者がいないと、そういうような感がするという質問を受けて、

こういう選び方についておかしいのではないかということを一応聞いております。 

 それから、先ほど教育長の答弁では、確かに少人数になるとやりにくいというようなこ

ともいろいろあったんですが、時間いただけますか。これ感想をいただきたい、１つは感

想をいただきたいのは、平成20年、昨年の３月28日に新しい学習指導要領が出されまし

た。これについては、小学校は23年度からは全面実施、中学校は24年度から全面実施する

というようなことになっておると思うんですが、この内容はポイントは３点ありまして、

確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成と、こういうこと、三位一体的なことをすると

いうことであります。それで、現在の池田中学校にこれについて何か問題がありますかと

いうことをお聞きしたい。 

 それで、前回の先月の源平駅伝におきまして、小豆チームが優勝しました。この中に、

池田中の生徒が正選手で７名、それで控えで６名エントリーされておりました。また、高
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校生も池田中学校出身で今ほかの学校に行ってますが、この大会に出られている、大勢出

ておったということであります。そして、全国大会にも女子は出場したと、こういういろ

いろな実績があります。これは、もちろん先生の協力といいますか、努力もありますが、

保護者あるいは生徒の努力ももちろんあるわけですけども、こういうなことはやはり先ほ

ども言われてましたけど、地域と学校というのは本当につながりが大きいのかなという、

これについて町長に感想をお聞きします。 

 ２点目、先ほど町の方針といいますか、池中の教育方針ですが、ふるさとを愛し、心豊

かでたくましい生徒を育てとるという意味で、池中は体験的な活動、交流活動を通して生

きる力の育成、それから基礎基本の徹底と、個に応じた学習指導によりみずから学び、考

える力の育成、自律心として規範意識、協力し合う態度の育成、他人を尊重し思いやりの

精神を養うと、こういうもとでいろいろやってこられたということであります。それにつ

いて、今の分も関係してるんですが、その当時、これ今のつくった当時、教育長は旧の池

田町の学校教育研究会の会長だったわけです。私は、そういうように聞いておるんです

が、ですからこういうことについて、今小規模についてはデメリットが多いというような

ことを言われてますが、そこらあたりは今も変わってるんですか、変わってないんですか

ということもちょっとお聞きしたいと思うんです。 

 それから、先ほどあくまでも町長からの諮問で検討委員会から答申書が返ってきたとい

うことで、それを先ほどこの議会の最終日に議会にそういう説明をしますということです

が、本来発表する前に議会なり保護者、地域住民の説明というのは先にすべきだったんで

はないかなというように思うんですが、そこらあたりがこういう今回問題が大きくなって

るんでじゃないかなと。土庄町を例にとりますと、土庄町は昨年なるほど答申が出たとき

に新聞報道があったわけですが、これは細かいことは余り出ずに、何年度に開校するとか

なんとかいうのはなかったと思います。今回、この新聞、当然読んでいただくために、そ

ういう表示の仕方というか、書き方はいかにも統合というような決まっておるというよう

にとれるような表現されてます。これについて、いろいろ私は聞いて、ただ答えるときに

は検討委員会の結果であって、議会にも何もなかったと、ですから今はその答えが出てお

るということはと言えないというようなことで言っておりますので、そのあたりはそれで

いいのかなということで、一応なぜ先にそういうな新聞報道になってしまったのかという

こと、いろいろ言いましたけど。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 地域と学校とのかかわり合い、どう町長は思うとるかと、こうい
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うなご質問でございますが、私の経験を通しましても、周囲を見ましても、やはり学校、

特に小学校、中学校、幼少のころの学校は自分のふるさとであります。そして、地域の

人、大人たちも地域の拠点として自分たちの、今言いましたように心のふるさととして、

またいろんなことにつけても地域の学校が中心で物事が進んでいくということがよくござ

います。そういう点におきまして、最近少子化になって学校統合、やむを得ず統合をする

と、生徒数が減っても教育に支障を来すと、他の教育機関と差がついてくるというんで、

やはり競争力を失うとか、元気がなくなるとか、いろんな欠陥を指摘されておりますが、

教育の面にも過疎化していくことによって仕方なく統合していくということで、いわゆる

苦渋の選択をしておるというのがこの地方の今学校統合の現状であります。決して、理論

的に好んで統合していくというんじゃないと思います。そういう点、そういう人間的な物

の考え方、心、そういうな中で物事を決めていくわけでございまして、ひとつそういう点

は言わずともわかっておると思いますが、苦渋の選択というのを最近はやらざるを得ない

と私は思っております。そういう点で、どこら辺でどうそれを思い切るかというとこでご

ざいまして、今まさにそこに差しかかっておるというふうに思っております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） 学校教育研究会の会長の件でございますけれども、余り定かに

覚えておりませんので、ご勘弁願ったらと思います。 

 それで、今と変わっているかいないかっていうことでございますけれども、私が池田町

で学校教育を携わっていたときに比べまして、まず生徒数は激減しております。このこと

は、皆さんもご存じだと思うんですけれども、先ほども答弁で申し上げましたように、先

生の数に非常に大きく影響してきます。21年度は４学級いうお話までしましたけれども、

22年度になると３学級になるかもしれないいう危惧もしております。そうなりますと、職

員数が去年１人減らされまして、配置が、ことし１人減らされて、来年になると２人減に

なるのでないのかと、そうすると４人も減っていくという非常にもう厳しい状況になって

こようかと思っております。後に、また他の議員さんの質問でもお答えしようと思ってる

ところでございますけれども、現在町のほうの採用ということで、講師２名を入れており

ます。ご存じのように、中学校は教科の先生が教科の免許を持ってないと教えられないと

いうようなこともございまして、教科の先生が非常に不足しております。県のほうからの

配置で教科の先生が足りないということで、町の予算で講師を２名配置していただいてる

というようなことがございます。 
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 それで、そういな状況で、もう私が学校教育研究会のほうで皆さんと議論しながら進め

ていった時代に比べて、学校の規模が変わっているということだけは十分ご承知いただけ

たらと思っております。前教育長が考えていた４学級が続くという状況は、非常に心配さ

れております。その点もお考えいただいてたらと思います。 

 それから、検討委員会の結論の報道が住民や議員の方への説明がなしに先に報道されて

しまったっていう件でございますけれども、私のほうにももうあれで決まりかというよう

な質問は非常にたくさんいただいておりますし、また池田の人間が少ないじゃないか、検

討委員会の中で、池田の者をもっとたくさん入れてほしかったないうような話も聞いてお

ります。今、森口議員がお答えいただきましたように、答申であって結論でないんですよ

という話はしているんですけれども、なかなか新聞報道っていうのは私のほうでコントロ

ールできませんので、小さく扱われるんかなと思っておりますと、非常に大きく扱われま

した。そういうことで、私たちのほうで操作できないことで、ただ検討委員会の答申を報

道に出すっていうことは、これは別に検討委員会が答申しましたっていう報道は出しても

いいんでないんかなっていうような感じはしとんです。内容と、それから表現の方法につ

いて、新聞社のほうで報道してますので、私のほうでどうも操作できない範囲かと思って

おりますけれども、ちょっと答弁にならないかもしれませんけども、以上でございます。 

○議長（中村勝利君） ３番森口議員に申し上げます。 

 発言時間を超えておりますので、簡潔にお願いをいたします。 

○３番（森口久士君） もう答弁なしでっていうことで。 

 統合というんは、私また前にも言いましたけども、そんな簡単にはできない。町長の気

持ちもわかります。しかし、三都小学校あるいは自分が池田中学校へ統合になったという

経緯、この前にもお話ししたことはありますが、地域あるいは保護者、現在の保護者はも

ちろんですが、それに準ずる今から保護者となるだろう関係者あるいはいろんな人の意見

を十分尊重せなんだらやっていけないがなと。ですから、今回の新聞報道、繰り返します

が、余りにも土庄は答申が出てから１年間かけて検討した結果を発表したと。そして、今

回こちらのやり方、どういう形で出たんかわかりませんが、こういうにマスコミに答申書

の抜粋版が出てますから、こういうことを見ますと、やはり疑いたくなるのが事実であり

ます。ですから、今後の動きといいますか、計画についてはより慎重に我々を軽視しない

で、軽視されたというような感じがしますので、そういうなあたりは十二分にやっていた

だきたい、こういうことで質問終わります。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（中村勝利君） 次、２番藤本議員。 

○２番（藤本傳夫君） 失礼します。 

 私のほうからは、予備水源の有効活用をということと、緑提灯、つけ加えまして合併に

よる財政支援等の一覧表ということで質問いたします。 

 １番目の内海予備水源の有効活用をということで、内海ダム事業が完成した場合、水源

の余裕はどの程度できるのかと、新内海ダムの恩恵が内海地区だけでなく、小豆島町全域

に及ぼさなければいけないと思います。水道用水、農業用水、予備水源の水も総合的に考

えて、どういうふうな活用が一番ベストかということを改めて考えていただきたいと思い

ます。 

 ２番目の緑提灯を島内の食品、飲食店、宿泊施設にということで、最近緑提灯なるもの

が全国で掲げてきている店がございます。地場国産品をカロリーベースで50％以上使って

いる店が緑提灯を掲げる資格があります。利用率50％以上で星が１つ、10％アップごとに

星が１つずつふえていきまして、５つ星は90％以上の利用率を示すということです。オリ

ーブほか特色ある醤油、つくだ煮などの店とか食品、飲食店、宿泊施設でこれを利用して

は、提示してはどうかなという提言でございます。 

 ３番目の合併による財政支援や合併特例債事業の一覧表ということで、合併した小豆島

町が準備期間も含めて国、県等から幾らの財政支援を受けたか、また合併の事業にどれだ

けを使い、特例債を利用した事業と今後７年間で予想される合併特例債利用事業、その

時々の有利な国債でありまして、債券類を過疎債等を使いますので、合併特例債とは言い

切れない場合もあると思いますけど、そういうふうな一覧表を使って住民に合併が有利で

あったと。今の財政規模で土庄町と小豆島町で大体10億円程度の年間の予算の組みようが

違います。これは、どこから出てくるかということは、そこが一番の発足点でございます

ので、そういうふうな説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） ２番藤本議員のご質問にお答えいたします。 

 ご質問の新内海ダムが完成した場合の水源の余裕に関しては、今回ダム計画は10年に一

度の渇水に対応する容量で計画されております。これにより、現在の水事情からします

と、大幅に改善されることとなります。総合的な利用につきましては、水利権の問題等難

しい点もございます。 

 詳細につきましては、担当課長から後ほど答弁をさせます。 

 ２点目の緑提灯についてのお答えいたします。 



-  - 19

 ご存じのとおり、緑提灯とは40％以下まで落ちた日本の食料自給率を少しでも向上させ

ることを目的としたものでございまして、使用する食材のうち、カロリーあるいは重量ベ

ースで地場または国産品が50％以上を占める店であれば、緑提灯、地場産品応援の店と書

き込んだ緑色の提灯をかけることかできるというものでございます。地産地消の観点から

すれば、非常に好ましいことであると思います。 

 その提灯には、地場または国産品を50％以上使っている店では、星１個をつけた緑提灯

を掲げ、最高90％以上使っていれば星５個をつけた緑提灯を掲げるというもので、加盟店

は全国で約1,700店舗になっております。 

 しかし、この加盟につきましては特段の審査もなく、店主の自己申告でありますので、

認定、認証、保証などはございません。また、食材の50％以上が国産であれば、地場産品

を一切使用しなくても掲げることができますので、緑提灯、地場産品応援の店と掲げた場

合、地場産品を使用しているとの誤解を招くことが懸念をされます。 

 このような状況でありますので、緑提灯につきましては、今後その活動実態や効果など

を十分に見ながら、対応を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 ３点目のご質問にお答えをいたします。 

 合併に対する国、県の財政支援措置につきましては、これまで機会あるたびに説明をし

たところでございますが、小豆島町の一体化や今後の地域づくりにとって欠くべからざる

ものであります。しかしながら、今後７年間で予想される特例債利用事業の広報掲載につ

きましては、将来の事業実施を拘束するものにつながり、単年度の予算主義を覆すものに

なりかねないことから、適当ではないと考えております。 

 なお、普通建設事業も含めた当初予算の概要につきましては、これまでどおり町広報に

掲載してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 詳細につきましては、後ほど担当課長から申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 水道課長。 

○水道課長（曽根為義君） ２番藤本議員のご質問にお答えをいたします。 

 内海ダム再開発事業の目的につきましては、台風等の豪雨災害時に洪水調節を行い、別

当川沿いの地域の水害を防止する洪水調節とダム地点下流の既得用水の安定取水を確保す

るとともに生態系、水質の保持、河川の景観等、河川が本来持っている機能を維持するた

め、渇水期にダムから用水を供給を行う流水の正常な機能の維持があります。また、水道

用水として新たに日量1,000トンの取水を可能とする新規水道用水がございます。 
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 目的ごとに計画数量を積算し、ダム容量を決定し、洪水調節容量約58万トン、利水容量

33万5,000トン、堆砂容量14万5,000トンの総貯水量106万トンで計画をしております。利

水容量のうち、流水の正常な機能の維持と容量といたしまして約14万5,000トン、水道用

水として約19万トンの計画でございます。 

 新規水道用水につきましては、合併後に水需要予測を行い、将来的な水道計画を策定を

いたしております。現在、かんがい期に取水できないため池や水質悪化により水道水源と

して不適格な表流水に依存している現状を踏まえ、不安定水源を安定水源に移行すること

とし、新たに日量1,000トンの安定水源を開発するものでございます。 

 次に、内海ダム再開発の恩恵を内海地区だけでなく小豆島町全域に及ぼすべきとのご意

見でございますが、昨年作成をいたしました小豆島町水道事業基本計画において、旧町間

で相互水融通の検討を行うこととしております。水道用水においては、小豆島町として計

画していくこととしております。この計画により、内海ダム再開発事業の恩恵を町全域で

受けることができるものと考えております。 

 次に、水道用水、農業用水、予備水源の水も総合的に利用できるよう考えていただきた

いとのことでございますが、水道用水、農業用水につきましては、各用途において水利権

設定や既得水利権により運用をいたしております。昨年は夏からの少雨により、水道水が

不足する状況でございました。このようなことから、各水利にお願いして昨年の10月には

三五郎池の水を約５万5,000トン、12月からは猪谷池から約３万トン、また池田地区にお

いては１月から湯船の用水を約日量500トン、小豆島町畑地かんがい審議会のご協力によ

り、新中山池の農業用水約１万トンを水道用水に転用し、渇水を回避することができまし

た。これもひとえに、各水利のご協力によるものと感謝をいたしております。議員が言わ

れるように、総合的な利用につきましては水利権等がありますことから、非常に難しい問

題でございます。小豆島町のような水に苦労している地域においては、渇水の時期等にも

よると思いますけれども、相互融通ができればよいことだと思っております。なお、内海

ダム再開発事業完了後には、渇水調整委員会を設置し、水の相互融通についても審議の機

会ができるものと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） ２番藤本議員のご質問にお答えをいたします。 

 合併に対する国、県の財政支援措置につきましては、大きく分けまして国、県の補助金

によるもの、地方交付税によるもの、合併特例債によるものがございます。 
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 まず、国の補助金による支援措置につきましては、合併準備補助金として合併協議会の

運営事業費1,400万円に対し、１千万円が平成16年度に交付されております。また、合併

市町村補助金として、合併後10年間に２億４千万円が交付される予定になっており、この

うち平成20年度末までに事業費約２億5,200万円に対し、約１億6,400万円が交付される見

込みであります。 

 主な事業の内容につきましては、道路・河川台帳整備事業費に６千万円、小・中学校施

設の改修事業費等に5,400万円、幼稚園施設の改修事業に3,100万円を充当いたしておりま

す。 

 なお、合併準備補助金と合併市町村補助金を合わせまして、平成20年度末までの交付額

合計は約１億7,400万円になる予定であります。 

 次に、県の補助金による支援措置につきましては、市町合併促進支援事業費補助金とし

て合併協議会の運営事業費3,400万円に対し、1,200万円が平成16年、17年度に交付されて

おります。また、市町合併支援特別交付金として平成17年度から平成19年度の３年間で事

業費約４億3,900万円に対し、総額３億円が交付されております。 

 主な事業の内容につきましては、合併時の基幹電算システム統合等整備事業に１億円、

戸籍電算システム整備事業に6,600万円、小・中学校施設の改修や備品の整備事業費とし

て約6,800万円、し尿処理施設の改修事業に2,200万円などとなっております。なお、県補

助金による支援措置につきましては、平成19年度をもって終了しており、総額３億

1,200万円が交付されております。 

 次に、地方交付税による支援措置につきましては、普通交付税によるものと特別交付税

によるものが区分されます。まず、普通交付税につきましては、旧町ごとに交付額を算定

する合併算定替えと、合併直後の臨時的経費に対する支援措置として合併補正加算があり

ます。合併算定替えにつきましては、合併後10年間の平成27年度まで、旧２町があるもの

として算出され、その合計額が措置されるものでありますが、平成20年度までの加算相当

額は３年間の合計で約11億1,800万円と非常に大きな額となっております。 

 また、合併補正加算につきましては、合併直後５年間の平成22年度まで措置されるもの

でありますが、総額で１億８千万円が予定されており、このうち20年度までの措置額は１

億1,200万円となっております。これらの普通交付税における平成20年度末までの措置額

合計では、約12億３千万円となる見込みであります。 

 次に、特別交付税による支援措置につきましては、合併協議会の運営経費や基幹電算シ

ステムの統合事業、庁舎改修事業など合併準備、合併以降に要する経費の財源として約１
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億1,200万円が交付されております。新たなまちづくり等への支援措置として、平成20年

度までの３年間で約５億３千万円が交付される予定であり、特別交付税における平成20年

度末までの措置額合計につきましては、約６億3,900万円となっております。 

 なお、普通交付税と特別交付税を合わせました平成20年度末までの交付合計額につきま

しては、18億6,900万円となる予定であります。 

 最後に、合併特例事業債による支援措置でありますが、平成21年度への繰越予定額を含

めまして、３年間合計の発行予定額は約９億9,500万円となっております。 

 主な充当事業につきましては、内海中学校建設事業に約７億7,900万円、植松都市下水

路整備事業に１億800万円、防災行政無線デジタル化事業に約4,700万円、オリーブナビ小

豆島整備事業に3,800万円などとなっております。 

 また、この３月議会で提案しております平成21年度当初予算における計上額につきまし

ては、合計で３億5,970万円となっております。 

 主な充当事業につきましては、防災行政無線デジタル化事業に3,790万円、植松都市下

水路整備事業に１億1,400万円、池田小学校耐震改修事業に１億円、内海中学校建設事業

に9,600万円を計画いたしております。 

 これまで申し上げました平成20年度末までの合併支援措置見込み額につきましては、総

額で33億4,900万円と非常に大きな額となっておりますが、この国の合併市町村補助金に

つきましては、既に68％が交付され、県補助金特別交付税による支援も終了することか

ら、平成21年度以降は国の補助残約7,600万円と普通交付税の合併算定替え、合併特例事

業債による支援措置に限定されるなど、大きく縮小していくことになります。 

 次に、今後７年間で予想される合併特例債利用事業を一覧表にして町広報に掲載できな

いかとのご提案でございますが、ご存じのとおり、地方債につきましては国が定める地方

債計画によって当該年度の発行総量が決定されます。 

 また、個々具体的な事業の適債性につきましては、毎年度の予算編成前に香川県との十

分な事前協議において精査し、その後において予算計上いたしております。さらに、合併

特例事業債につきましては、予算措置とは申しましても、その性質は借金でありますこと

から、取り扱いについては将来の公債費負担、その時々の経済情勢や財政状況を十分勘案

しながら発行する必要があります。その一例を申し上げますと、平成の大合併第１号とし

て全国から脚光を浴びました兵庫県篠山市、近隣ではさぬき市など合併特例債を多額に発

行した結果、両市とも危機的な財政状況に陥っております。以上で答弁を終わります。よ

ろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（中村勝利君） ２番藤本議員。 

○２番（藤本傳夫君） まず、水道のほうですけども、季節的に水需要は変動すると思う

んですが、例えば１月、４月、７月、10月と３カ月ごとぐらいに昨年の供給量がどれくら

いあって、それに対しての充足率といいますか、それはどれくらいあったのかと。新しい

ダムができれば理論的に日量1,000トン以上とれるんであれば、そこら辺は十分安全係数

といいますか、どれぐらいの割合で予備があれば十分かいうんがあるとは思うんですけど

も、それと農業用水なり何なり新中山池の話も出ましたけども、あれの施設自体も非常に

老朽化しておりまして、今議会で条例も出ておりましたが、あれが壊れた場合はどうなる

のか、そういう話も水利の組合の中で話が出ておりましたので、そういう関係も含めて水

利組合なり何なりの権利関係も整理しながら、新しいテーブルをつくってはどうかなと、

そういう考えを持っております。 

 それから、緑提灯の話ですが、国産の食料を100％使うのが理想なんですけども、まず

緑提灯を上げていることで地場産品だけを使うとるというふうに誤解されてはいけないと

いうことで、一応今から経過を見るというふうな話ですけども、それでしたれば地元の食

品だけを何％、食品ないしは地元で加工している食品を何％以上使うとったらいうふうな

提灯なり表示なりを小豆島町の中でつくって、そういうなものを表示してはどうかなと考

えます。 

 それから、公債費なり何なり、今から助成金はもうもらうものは大体もらって、もう合

併算定替えだけが残っているという答えですので、今からは、それこそ今までは事業はま

あ余裕があって、余裕はないんですけども、何とか返還しながらやってきてこれたと思い

ますけども、今から特に厳しくなるということを特に住民の人にも理解してもらうために

も、こういうふうな現状であるということをよく説明していきたいと思います。 

○議長（中村勝利君） 水道課長。 

○水道課長（曽根為義君） 水道の使用量の充足率等々のご質問でございますけれども、

年間使っている量については年々変動がございます。それで、20年度の予定については、

昨年比四、五％減というふうな今状況でございます。余裕等とのことでございますけれど

も、先ほども申しましたように、内海ダム開発事業につきましては、10年に一度の渇水に

対応できる数量等々も換算をしております。それで、この分につきましては、今数値は持

ち合わせておりませんけれども、過去36年間の降雨をもとに各用水のシミュレーションを

行い、そのデータをもとに10年に１回の渇水に耐えられるよう容量を計算をしておりま

す。 



-  - 24

 また、不安定水源から予備水源に移行することとしておりますけれども、その水路につ

きましても緊急水源等に活用できるものと考えておりますので、そこら辺が余裕であると

考えております。 

 それと、２点目の農業用水等々のご質問でございますけれども、今現在でございますけ

れども、吉田ダムにつきましては吉田ダム配水調整委員会を組織いたしまして、この委員

会につきましては、広域事務組合が管理の部署でございますけれども、各小豆島町、土庄

町、広域、それと自治会、それと農業者代表等々の委員名簿の中で、渇水時等につきまし

ては維持用水の削減等々もその話の中で出していきながら、水の有効の活用に努めている

ところでございますので、内海ダム完了後につきましても、配水調整委員会を組織する予

定としておりますので、この中で十分審議を行っていきたいと考えております。以上で

す。 

○議長（中村勝利君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 篤君） 今、藤本議員がおっしゃった中で、小豆島町として独自

のそういった表示ができないかということでございます。 

 ただ、こちら町なりが関与してやる場合は、例えば本場の本物につきましても第三者認

証というような製造過程が非常に確定されておる醤油、つくだ煮、オリーブであってもそ

ういった第三者認証というような組織も当然必要となってまいります。このようなことか

ら、今すぐにそういった表示というのは難しいのかなと思っております。 

 ただ、地場産品を使っているというのは、こういったものではなく、メニューなんかで

も書き込んでいって、それぞれのお店がそういうＰＲできるような形を推薦していけたら

というふうに思っております。以上でございます。 

○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） 合併の支援、これがご質問にありましたとおり、前期の

３年間なり５年間、ここに集中していると。それで、あと残りが中心になりますのが、合

併の特例債、それから合併の算定替え、交付税における算定替え、こういうことになって

きます。 

 したがいまして、今までの濃い合併の支援、これからそれがだんだん薄れていくという

ことになりますので、私のほうも毎年の予算編成の中におきましても、職員に対し、予算

編成の説明会の中で十分こういう状況になっていきますよという話は説明し、予算編成に

臨んでいる。それから、町長にもそういうことを申し上げて予算編成に臨んでいるという

ことでございます。 
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 それから、住民に対する説明、これでございますが、毎年の自治連の総会がございまし

て、その席、毎年４月か５月に行われておりますが、その席で総務課長にお願いを申し上

げまして、私の説明につきましては十分時間をとっていただきまして、その財政状況、そ

れから合併支援の状況、これについて十分説明をいたしております。 

 それから、合併に至る経緯の中で、各地区へ出向いていきまして、こういう合併支援が

ございますよという話は十分させていただいて、こういう恩典があるんですよということ

で、各地区へ出向いていきまして、そういう説明をさせていただいた、これの記憶もござ

います。そういうことで、この合併支援については十分理解をしていただいていると思い

ます。そういうことで、これから先、その合併支援が薄くなる、これは十分この財政運営

上気をとめて財政運営に努めていきたいと、このように思っております。 

 それから、その財政運営の健全化を目指す中で、一番目標にいたしますのは、常に国の

ほうからも言われますが、類似団体、これとの比較を言われます。類似団体といえば、同

じ小豆島という島の中に完全に人口規模から面積の規模から似通った土庄町という類似団

体がございます。ここと十分比較しながら、合併支援がなくなるころにはよく似たような

財政規模に持っていきたいなと考えております。現在、先ほど藤本議員が言われましたよ

うに、毎年の予算、大体10億円の差がございます。21年度予算につきましても、小豆島町

は72億円、土庄町は62億円となっております。その中で何が違うかと申しますと、まず普

通建設事業、これで６億円の差がございます。小豆島町が12億円、土庄町が６億円ちょっ

とということでございます。それと、人件費は集中改革プラン等によりまして、ほぼ同額

まで落ちてきております。あと公債費、これが過去の借金が小豆島町のほうが多かったも

んですから、これが土庄町より多い。それから、補助費等、これは病院への繰出金、これ

が土庄町より多いというような形になっておりますので、その辺十分留意しながら財政運

営に努めていきたいと、このように思っております。以上です。 

○議長（中村勝利君） 暫時休憩します。 

            休憩 午前11時08分 

            再開 午前11時20分 

○議長（中村勝利君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、14番村上議員。 

○１４番（村上久美君） 私は、住民の要求、利益にかなうことを求めて執行部の皆さん

に質問をいたします。 
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 まず第１に、里帰り出産による一時保育実施をということで質問をします。 

 里帰り出産による保育は、来年度から高松市において実施するとのことで、善通寺市も

実施しているとマスコミ報道がありました。この報道以前に、町民の方からの声が寄せら

れておりまして、第１子の子供を連れてふるさとで出産したいが、親元で育児が困難だか

ら子供を保育所に預けたいとの切実な要望がありました。現在ある小豆島町保育所一時保

育事業実施要綱では預けられない内容になっていると思います。ふるさとに帰省し、安心

して出産できる環境づくりが求められているのではないでしょうか。高松市や善通寺市に

学んで、本町の実施要綱を見直し拡充したものとし、里帰り出産で連れて帰る子供の保育

を実施する考えはいかがですか、伺います。 

 ２点目、池田独自の連携教育を推進する池田中学校の存続を求めるものです。 

 ２月28日新聞では、学校などの統廃合問題について、町学校再編整備検討委員会は答申

書を坂下町長に提出、答申書をもとに教育委員会が５月末をめどに基本方針を策定すると

報道、その報道のうち、内海中学校、池田中学校は2013年度を目標に統合するとありま

す。2007年３月議会において、私が一般質問の中で確認しました中学校の統廃合は合併協

議会においての合意事項になっていないこと、池田校区の15年間を見通した教育システム

を構築するこどもセンター・池田小学校・池田中学校連携教育を推進することの考えを教

育長は示しました。しかし、今回の答申は池田地区住民の考えを棚上げしたものです。池

田中学校を存続させるとした意思は、私どもが行ったアンケートにおいて、７割の住民が

示しています。今までに池田中学校は池田地域住民との密接な結びつきで池田の産業、伝

統文化、環境資源等を取り入れた学校教育を実践しており、これからも子供たちのため必

要な教育実践であると多くの住民が賛同していると考えます。 

 そして、2005年にはこれからの池田校区の教育として、15年間を見通した教育システ

ム、こどもセンター・池田小学校・池田中学校連携教育の構想が示されました。池田中学

校が内海中学校に統合されることによって、池田の独自性を発揮した連携教育を推進する

ことができなくなると考えます。子供たちにとっての教育の後退になると考えます。以上

のことから、池田中学校の存続を求めるものです。町長、教育長の姿勢をお尋ねします。 

 ３つ目、農政推進の体制を強化するための予算と人員確保を求める問題です。 

 農業は日本の基幹産業に据えなければならず、地域の基幹産業として旧池田町はその中

軸にあります。農業者と消費者との共同を広げて、食の安全と地域農業の再生を目指すこ

とが重要です。また、合併により農業者と行政との関係の希薄化が懸念されている中、農

業振興に必要な予算と人員の確保が求められます。何よりも地域農業と農政に精通した人
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材や地域活性化のための多様なリーダーの育成、確保、農業委員が積極的に集落支援員と

して対応することが求められると考えられます。それは、農村集落が抱えているさまざま

な問題がある中、集落の巡回や現状を点検し、住民との話し合いを通じて課題解決に取り

組む、このような体制が必要ではないでしょうか。そのことによって、農地の荒廃を防

ぎ、地域農業の再生につながっていくことになるのではないでしょうか。そのための予算

と人員確保が必要だと考えますが、町長の施政をお尋ねいたします。以上、３点です。よ

ろしくお願いします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 14番村上議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目の里帰り出産の際の一時保育につきましては、特別なケースでありますので、後

ほど教育長から答弁をいたします。 

 また、中学校統合問題につきましても教育長から答弁をいたします。 

 ３点目の農政推進の体制を強化するための予算と人員確保に関する質問ですが、本町の

農業の現状は全国の地方と同様に過疎化の進行、農業従事者の高齢化、農業労働力の他の

産業への流失による担い手不足など課題が山積をいたしております。現在の国の農政推進

は、担い手対策と耕作放棄地の解消が優先課題とされ、諸施策が進められているところで

ございます。 

 本町における現状は、担い手対策については平成17年から国の指導により、農業関係機

関、団体で構成組織する担い手育成支援協議会で取り組むこととしておりまして、小豆島

町も組織を立ち上げ、担い手対策に取り組んでおります。協議会は、役員と実動部隊とし

ての幹事会で構成され、役員会が方向などを決定し、幹事会が実践をしております。 

 次に、耕作放棄地解消についてですが、耕作放棄地の現状は地域の耕作条件などによ

り、異なっておりますことから、実態を把握した上で対策を講じる必要があり、昨年に農

業委員会で耕作放棄地の全体調査を行っており、現在集計作業中であります。この作業結

果をもとに、これもまた農業関係機関、団体で構成する耕作放棄地解消対策協議会を組織

して、解消計画などを策定する予定であります。既に、本町では担い手協議会で検討した

結果、組織を立ち上げることに決定しております。 

 さて、ご質問の農業者と行政との関係の希薄の懸念、農業振興に必要な予算と人員確

保、農業農政に精通した人材や地域活性化のための多様なリーダー育成、確保と農業委員

が集落支援員として対応するなどの体制づくりが必要ではないかとのお尋ねですが、農業

者と行政の関係は２町合併後、委員の数は減っておりますが、農業委員23名及び担い手協
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議会役員と幹事17名の方が町内各地域におります。農家から意見など出された場合、その

都度定例会や役員会及び幹事会において報告されますので、行政と希薄化はないものと思

いますが、今後もこれまで同様、住民からの情報に耳を傾けてまいりたいと思います。 

 予算の確保については、厳しい財政状況のもと、国や県の補助事業を活用し、町の限ら

れた予算を有効に生かすよう努力したいと思います。また、適材適所の人員配置と組織内

での連携強化により、農業施策の的確な推進を図ってまいりたいと考えております。 

 農業農政に精通した人材や地域活性化のための多様なリーダー育成や確保、農業委員が

集落支援員として対応するなどの体制づくりにつきましては、担い手協議会が取り組む国

の補助事業である担い手アクションサポート事業などの中で対応したいと考えておりま

す。集落支援員としての活動費は、県を通じて国に予算要望しているところであります。

さらに、耕作放棄地解消について、交付金制度は現在のところ詳細は不明でありますが、

本町の耕作放棄地解消対策協議会が交付金の対象となれば、交付金の活用も考えられると

思います。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 あと、教育長に答弁をいたさせます。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） 14番村上議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の一時保育の質問でございました高松市の里帰り出産で帰省する母親の子供

を市内の保育所で受け入れるという報道でございますが、帰省先の親族が仕事や病気など

で都合が悪くなり、一緒に帰省した兄弟等の保育が十分にできなくなった場合が条件とさ

れており、公私立の認可保育所のうち、待機児童のない保育所で受け入れるとなっており

ます。 

 また、保護者から保育所入所の申し込みを受け付けた現住所の市町村が市と協議し、高

松市長が住所地の市町村長に入所の可否を通知して受け入れが決定した場合、保育料は住

所地の市町村へ納め、住所地の市町村は経費などを高松市に支払う方式をとるとなってお

ります。このケースは、一時保育でなく、通常保育の場合の受け入れについての場合であ

り、他の自治体との委託保育の対応かと思っております。 

 高松市の場合、従来は他の自治体との委託保育を実施していなかったため、本町に住所

を有したままで高松市の保育所へ入所することはできませんでしたし、高松市に住所を有

した本町出身者等が本町の保育所に入所したいという場合でも、高松市が委託しないので

入所できないということになっておりました。 

 先般の報道では、従来の方針を一部変更し、里帰り出産に限定して他の自治体との委託
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保育を実施するというものであったかと思います。なお、本町では他の自治体との委託保

育を実施しておりますので、本町に住所を有した者は他の自治体への保育所への入所を希

望する場合、その自治体が委託を受けてくれるのであれば入所することができますし、本

町出身者が本町の保育所への入所を希望する場合は、定員に余裕があり、住所を有する自

治体の委託があれば入所を受け入れるとなっておりますし、実際に受け入れております。 

 次に、ご質問の一時保育の件でございますけれども、本町では小豆島町こどもセンター

と草壁保育園で実施しております。小豆島町保育所一時保育実施要綱で、対象児童の要件

の一つとして保護者の疾病、入院、事故、出産、冠婚葬祭等により一時的な保育を必要と

する児童としております。 

 ここで出産の場合の受け入れ期間ですが、基本的には産前６週産後８週の14週間以内に

なりますが、前提として保育に欠けるという条件がありますので、家庭内で母親や祖父母

等が保育できる場合は、一時保育の対象となりません。ご質問にあります親元で育児が大

変だから保育所に預けたいということですが、里帰りの場合は母親は就労していないと思

われますので、基本的にこのような理由では受け入れの対象とはなりません。 

 このため、里帰り出産の場合で一時保育の対象となるケースとしては、出産前後の１週

間から２週間程度になると思いますが、この期間の受け入れについては現在も行っている

ところでございます。また、産前産後の14週間程度でありましても、保育が困難であると

いう理由があれば一時保育の受け入れは可能かと思います。 

 仮に、一時保育に１カ月利用した場合の保育料は、１日利用料は２千円ですので、月曜

日から土曜日まで利用した場合、月額約５万円程度の保育料が必要になりますので、通常

保育のほうが安くなります。このような保育料の設定になっておりますので、要綱では一

時保育の対象期間を明確に定めておりませんが、毎日利用する場合はあくまでも１カ月以

内が目安であり、それ以上の期間にわたる場合は通常保育での対応になろうかと思いま

す。 

 なお、小豆島こどもセンターの一時保育の定員は３名であり、保育定員に余裕がある場

合に限られます。里帰り出産での一時保育を希望される場合、さまざまなケースが考えら

れますので、希望される場合は相談をしていただければ適切に対応いたしたいと思ってお

ります。 

 次に、２点目の学校再編についてのご質問でございますが、村上議員のご指摘のとお

り、合併協定項目の中で小学校、中学校の施設については現行のとおり新町に引き継ぐと

しております。合併協定項目は、当然のことながら尊重すべきでありますが、平成19年３
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月に策定した行財政改革実施計画の集中改革プランにおいて、施設配置の適正化の中で

小・中学校についても適正配置について見直すとしております。また、総合計画の前期基

本計画においても、保護者や地域などと十分協議を行いながら、仮称ではございますが、

学校施設等適正配置基本計画を作成し、学校施設の適正配置を推進するとなっておりま

す。村上議員におかれましても、このような方向性は十分ご理解いただいているものと思

います。 

 現実に、池田中学校を見ますと、先ほどもお話しいたしましたけれども、平成19年度ま

では全学年が２学級で全体で６学級ございましたが、20年度、本年度ですけれども、本年

度は１学年が１学級となり全体で５学級、来年度は１年生と２年生で１学級の合計４学級

になり、さらに少し先の話になりますけれども、28年度には全学年が１学級の３学級にな

る見込みでございます。また、先ほども森口議員の再質問の答弁でもお話ししましたよう

に、22年度既に３学級になる危惧、おそれも出てきております。 

 こういった現状から、現時点でも教員確保の面で支障を生じておりまして、音楽と家庭

課の教員配置が受けられないため、町費による講師を配置し、対応している状況でござい

ます。また、ご存じのように、部活の面でも選択肢が限られ、活動に支障を生じていると

いう現状もございます。 

 このような状況を踏まえ、一定規模の教育環境を確保することが池田中学校の生徒にと

ってよりよい教育につながるという考えのもとに、このたびの学校再編整備検討委員会の

答申が出されたものと思っております。 

 池田中学校区の皆様にとって、いつまでも地元の学校を存続させたいという強い思いが

あろうかと思いますが、子供たちの教育環境面を最優先に考えて英断することも必要でな

かろうかと考えるところでございます。 

 また、統合の目標が平成25年度であり、合併後７年が経過することからご理解をいただ

き、今後の統合協議を進めてまいりたいと思っております。 

 先ほどの質問の中の連携教育につきましては、池田校区の子供たちを15年間を見通した

教育システムを構築する中、こどもセンター、小学校、中学校の連携教育を推進していく

との方向性は変えておりませんし、15年間を見通した教育システムを構築することは池田

校区に限るものではなく、本町が目指すべきものと考えております。 

 また、池田中学校は地域住民との密接な結びつきで池田の産業、伝統文化、環境資源等

を取り入れた教育を実施しておりますが、池田中学校も町村合併や生徒数の減少等から、

先ほど森口議員の話にもありましたけれども、やむを得ず三都中学校、二生中学校を統合
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した中学校でございますし、また内海中学校も同じような状況で統合を進めているところ

かと思います。 

 今までの地域の伝統や文化を生かした教育を実践することは、非常に重要でございます

ので、内海中学校と池田中学校がもし統合となった場合でも、それぞれ池田、内海地区の

よさを取り入れた教育を目指していけるものと考えておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（中村勝利君） 14番村上議員。 

○１４番（村上久美君） まず最初の里帰り出産の件については、今までに実際にそうい

う問い合わせがあって、過去においてそういう受け入れを実施したものがあるのかという

ことを伺いたいと思います。今の町長の答弁では、今後それは可能だというふうなことも

言われておりますが、やはり１日２千円というふうな保育であれば、非常にこれは保護者

の負担が大きいというふうに思うし、それが今の要綱を見直さずにできるというふうなこ

とであるならば、もっと行政側がきちんと住民に徹底していくという必要性があるのでは

ないかというふうに思います。その点について、伺いたいと思います。 

 ２つ目の中学校の統廃合の問題です。 

 合併する前の前教育長、あと執行部各それぞれが検討委員会、研究会をつくって、こど

もセンター、小学校、中学校ということで、担当の課も含めてこの15年間のプログラムを

作成をしました。ですから、この前の教育民生委員会で出された資料においては、十分

18年から起点として15年間は少なくてもこの連携教育というものは維持できると、全学年

１学級になったとしてもこれは維持できる、そういう方向性をきちっとやっぱり堅持して

いただきたい。先ほど教育長は、これは池田校区だけの問題ではないと言いましたが、や

はり校区が仮に広がるとなれば、実際的に池田のこういうよさが本当に実践の中でできる

のかということになると、私はできないと思います。センターと小学校と中学校いうこの

連携は崩れると。それは、本町でも求めるものだと、その地域地域の特性は十分に大事に

していくんだと言われましたが、実際の教育運営においては、これは非常に信頼できる答

弁ではないというふうに私自身受けとめております。とてもそういうことはできないなあ

というふうに思いますので、統合に対してはやはり私自身、最低15年間はこれは維持をし

ていただくということが住民の思いでもありますし、元教育長もその方針を我々に説明

し、中学校が統合される方向になるならば、命をかけてこれを反対するというまで発言を

しております。ですから、これは堅持をしていただかなければならない重要な課題、住民

にとっても重要な課題だというふうに思いますので、その点を伺いたいと思います。 
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 教育長は、前回私の答弁に対して、この15年間の教育システムいうものは方向性は変え

ておらないと言われました。しかし、先ほども言いましたように、本町だけの問題という

ふうに言われましたが、当初の答弁、質問に対する答弁から非常に後退しているというふ

うに思います。やはり、教育長としてきちっと教育の方向性をもっと強く押し出していた

だきたいというふうに思います。その点について、再度伺います。 

 町長に伺います。新聞報道に出されましたこの問題について、さまざまな自治会で、池

田地域の自治会長さん含め反響があります。ＰＴＡの方あるいは保護者の方も中学校の統

廃合は反対だという声を多く聞いております。そういう中で、住民に対する十分な説明は

今後自治会のほうから要請があれば、それを受けて説明にお出かけになるという意思はあ

るのかどうか、伺いたいというふうに思います。 

 それと、マスコミに流れたこの報道ですが、執行部のどの部署かわかりませんが、先ほ

ど森口議員が言われましたように、答申の内容がやはり我々住民の側に説明もなく、一方

的に報道されたという点について、情報を流したという点について、これはどういう意図

でそういうふうなことになったのかという点も伺いたいというふうに思います。 

○議長（中村勝利君） 総務課長。 

○総務課長（竹内章介君） 自治会への説明ということでございましたので、その点だけ

少し話をさせていただきます。 

 あの報道が出ました後、池田分会、自治会はただいま小豆島町自治連合会ということ

で、正副会長をもとに33の自治会の参加する自治連合会という町一本の組織の中に池田分

会、内海分会というふうにそれぞれの旧町ごとの自治会の会長さんの会を持っておりま

す。池田分会が行われまして、いろいろご協議をされたようでございます。その意向を受

けて、27日にまた池田分会が連合会の後、会を持ちまして、その席で教育委員会のほうか

ら答申の内容について説明をする段取りになっておりますので、その点報告をさせていた

だきます。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） 一時保育の件については、後で課長に実態を説明させます。 

 まず、中学校の統合の件ですけれども、15年間維持できるという言葉が出てくるのが、

ちょっと私のほうの理解不足で、前教育長は10年間というふうな話をされたと聞いており

ます。15年間を見通した教育をするというようなことを言っておりますけれども、15年間

池田中学校は存続するというふうに私は聞いてないんですけれども、ちょっとその辺でま

ずちょっと疑問に感じますので、もう一度お伺いさせていただけたらと思います。前教育
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長に確認してまいりたいと思います。 

 それから、池田のよさが維持できるかという質問でございますけれども、これは先ほど

も答弁申し上げましたように、統合の際には毎回毎回そのようなことは起きてくるかと思

っております。既に、先ほど森口議員さんもおっしゃいましたけれども、三都中学校が統

合する際にも、三都中学校のよさっていうのをどうするかということで、さんざん議論は

したんだろうと思います。この池田中学校の統合に関しては、委員会の答申でございまし

て、教育委員会の中で話し合ったことでございませんので、十分に村上議員さんのご意見

も尊重させていただきながら、また教育委員会の中で実施計画を練っていきたいというと

ころでございます。以上でございますが。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 新聞報道による池田では批判があると、こういうようなことで、

町長はこれに対してどう思うかということですが、先ほども総務課長が申しましたよう

に、これから答申を町議会の議員の皆さんにも相談もし、それから５月ごろをめどにして

学校再編の方針を計画策定していきたいと、こういうことでございまして、これから相談

をしてまいる予定であります。 

○議長（中村勝利君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中桐久志君） 一時保育のお尋ねの件でお答えいたしますけれども、ま

ず受け入れの実績はあるのかというお尋ねですけれども、新町になってから小豆島こども

センターではないのではないかと思います。ただ、草壁保育園のほうでは受け入れの実績

はございます。 

 それから、ご質問では今の要綱の中では村上議員さんが言われるような対応ができにく

いのではないかというお尋ねがあったかと思いますけれども、今の要綱で十分対応できる

ものと思っております。その周知については、今後どういう形で広く周知できるかという

ことで考えていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（中村勝利君） 村上議員、発言時間を超えておりますので簡潔にお願いいたしま

す。 

○１４番（村上久美君） さっきは教育長のほうから言われましたが、実は旧池田におい

てこどもセンター、池田小学校、池田中学校の連携教育の構想ということで、この中に

15年間を見通した教育システムづくりというふうなことでうたっております。ですから、

10年間というふうな問題ではなくて、こういう手引きもきちっとあります。これはあくま

でも単なる小・中じゃなくて、こどもセンターがまずあって、こどもセンターと小学校と
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の連携があり、そして小学校と池田中学校の連携がある、トータルとしてこの３つの連携

教育があると、それが前提においての15年間の教育システムというふうなことで、我々議

員は説明を受けました。ですから、前学年１学級になったとしても、それは維持できる

と。配置の問題云々言われましたが、それならば町の予算できちんとやりなさいというふ

うなことを私は言いたいと思います。そういうふうなことでありますので、先ほど教育長

は集中改革プランにおいて、そういうふうなことを見直すというふうに言われましたが、

私自身はこの総合計画及び集中改革プランについては、反対の討論までしておりますので

認めておりません。十分これは私は認識しておりませんので、そのことは申し上げておき

たいというふうに思います。以上です。 

○議長（中村勝利君） 暫時休憩します。午後１時再開。 

            休憩 午前11時55分 

            再開 午後０時59分 

○議長（中村勝利君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、17番浜口議員。 

○１７番（浜口 勇君） 私は、小豆島の食品産業へさらなる支援と育成ということでご

質問を申し上げます。 

 世界に広がります大不況の波は、日本、アメリカだけではなく地球規模で広がり、深く

浸透し深刻さを増しています。日本の超優良企業のトヨタ自動車を初め、自動車関連企

業、また松下電器、パナソニックやソニーに代表される電機関連企業が赤字に転落し、日

本の企業の中には存続さえも危ぶまれるほどの打撃を受けております。今回は、100年に

一度訪れる大不況と言われております。そんな中で、島の食品産業の一つである醤油づく

りは歴史をたどれば塩づくりから始まり、約400年にわたり幾たびもの不況期を乗り越え

て今日まで営々と続いてきております。 

 この続いた理由として、人間の身体維持に摂取が必要な塩分を使った食品であるからだ

と考えられます。人が地球上にいる限り、食品は必要なものであり、今後もずっと需要の

ある産業であり続けられると思います。今回の不況に直面して、改めて食品産業の発展は

小豆島にとって将来性のある産業だと考えます。よって、この食品産業に焦点を当て、今

ある企業を支援し、さらに新たな食品産業と企業を育成すべきであると思います。企業に

勤める人たちにとって、一年じゅう働ける職場が必要です。一時期しかない季節労働で

は、永住人口の増加にはつながりません。一年を通して勤務できる職場の育成と創造こそ
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が人口増に寄与するものと考えます。町長のお考えをお聞かせいただきます。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 17番浜口議員のご質問にお答えをいたします。 

 本町の食品産業におきまして、中心的な役割を担う醤油醸造業につきましては、文化年

間に始められ、以後なりわいとして発展を重ね、明治初期には約400の醸造業者を数える

までに成長いたしました。明治38年には、現在の産業技術センター発酵食品研究所の前身

になる組合立醸造試験場が設立されまして、現在の醸造技術の礎が築かれたのでございま

す。 

 さらに、先人のたゆまぬ努力によりまして、培われた製法と品質へのこだわりは、今も

脈々と受け継がれ、戦後の食料難の中、醤油を活用した新しい産業としてつくだ煮を生み

出すなど、時代の要請にこたえるべく、新商品の開発や品質の向上に向けた取り組みを続

け、現在に至っております。 

 このような経緯と実績を踏まえ、町といたしましては今回の第３回全国醤油サミットを

契機に、みずからの町に受け継がれている伝統産業について、地域の方々に理解を深めて

いただきたいと考えております。その取り組みの一つといたしまして、本町の将来を担う

子供たちに先人が残した小豆島の貴重な地域資源である醤油の歴史や文化を知る機会を提

供するため、町内４小学校の高学年を対象に総合学習の時間を活用し、サミット実行委員

会から醤油博士を派遣するとともに、中学校や高校にも職場体験活動や調査研究をお願い

するなど、醤油文化の徹底拡充を努めてまいります。 

 一方、日本の食文化の原点である醤油に着目し、食生活に不可欠な調味料である醤油へ

の理解と商品の拡大を図ることを目的といたしまして、著名な講師を招いての講演会を２

週連続で予定しております。また、サミット本番に先立って、醤油蔵フォトコンテストを

実施するなど、サミット開催に向けた機運の醸成とＰＲに努めてまいります。さらに、小

豆島醤油工業協同組合と緊密な連携のもと、醤油の品格をキャッチフレーズに工夫を凝ら

したイベントを計画、実施し、より多くの方に参加していただくことによって、文化年間

以来400年の歴史を誇り、醤油の里ではぐくまれた小豆島の醤油を全国に向けてアピール

したいと考えております。 

 最後になりますが、町といたしましては醤油サミットが小豆島の貴重な地場産業である

醤油醸造のさらなる発展の契機となるように、鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、浜口議員を初め議員各位におかれましても、格別の理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げる次第でございます。以上です。 
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○議長（中村勝利君） 17番浜口議員。 

○１７番（浜口 勇君） 今、最近町長さんはオリーブを非常に力入れていただいており

ますが、ちょっとこの食品に関する情報発信いうんですか、声が余り聞こえなく、オリー

ブのほうだけが優先しているような感じがいたしております。ですけど、やはりこの醤油

だけに限らず小豆島でできるつくだ煮とか食品、これの小豆島ブランドいうんですか、そ

ういうなんでひとつさらに情報発信いうんか、そういうことをぜひお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 醤油に限らずとこういうようなことでございます。そのとおりで

ございまして、醤油のサミットはことしの10月24、25日を予定しております。 

 それから、そうめん、それからつくだ煮、これもやっていただきたいので、トップの方

にはひとつ小豆島のイベントとして全国的にアピールするようなことをやりたいので、企

画してくださいとお願いをしております。醤油がトップに来たわけですが、したがってオ

リーブだけじゃなくて、オリーブを１年間こうして大々的にやりましたが、それに次いで

醤油、つくだ煮、そうめん、そういうこともこれからやっていきたいと。 

 それから、石材につきましても、来年土庄町と一緒になって石のサミットをやろうと、

こういうように今計画をしております。そういうことで、オリーブだけじゃなくて小豆島

の今までの伝統的産業とか、またよさとかそういうものをなお一層に発展させてアピール

していきたいと思っております。 

 それから、食に関しまして、この近いうちに小豆島ブランド、醤油、つくだ煮、そうめ

ん、そういうなんの小豆島ブランドというのを各メーカーに出していただいて、品評会い

うんか発表会をいたしたいと思います。そして、その中の選択したものをフランスのパリ

で販売したいというような考え方がありまして、神下さんにも奥さんにもお願いをして、

その売り先のとこも交渉して承諾を受けております。そういうなことで、これから挑戦し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、15番鍋谷議員。 

○１５番（鍋谷真由美君） 私は、４点について質問をさせていただきます。たくさんあ

りますので、ちょっと早口になりますけれども、よろしくお願いします。 

 まず、第１は福田地区の公共施設の活用ということです。 

る福田地区では、４月の福田小学校の閉校で保育園に次いで、小学校と教員住宅の施設が
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あくことになります。これらの公共施設の活用について、どのように考えておられるので

しょうか。地元の方の声を十分に聞いて、施設の有効活用を考えていただきたいと思いま

す。特に、福田、吉田地域では高齢化が進んでおり、地元の方からデイサービス施設など

の老人福祉施設の要望もお聞きしております。福田からバスで本町のデイサービスに通っ

てこられている方の中には、バスに酔うために昼食を十分食べられないという方もいらっ

しゃるそうです。地元でデイサービスができれば喜ばれます。土庄町では、肥土山の大鐸

小学校跡で民間に貸与してデイサービス施設ができております。そういう方法も含め、検

討をよろしくお願いいたします。 

 ２番目、生活交通の再生、再構築の取り組みをということです。 

 マイカー・モータリゼーションの進展で、生活交通の危機が進展した上に、運輸事業の

規制緩和と市町村合併が急速かつ大規模に進められた結果、地域住民の生活交通の危機に

一層拍車がかかっております。今後の本格的な長命社会の到来の中、人に優しい交通、具

体的にはバリアフリーでだれもが安心して自由に移動できるための公共交通機関が切実に

望まれています。特に、地方では人々が住み続けられる地域づくりのための生活交通シス

テムが必要とされます。本町でも、バス路線の今後の動向が懸念される中、航路、路線の

維持確保対策に取り組むとしておりますが、具体的にどのように取り組もうとしているの

でしょうか。従来とられてきた公共交通機関への補助制度は、すべての人々に交通権を保

障するという点で積極的な役割を果たすもので、今後の充実も求められています。ただ、

補助金を単に出すのではなく、自治体は金を出すかわりに口も出すべきで、専門の事業者

に運行は任せても地域交通全体の運営に責任を持って当たる姿勢が大事ではないでしょう

か。 

 全国では、長野県木曽町での先進的な生活交通システムづくりを初め、乗り合いタクシ

ーやデマンドバスの導入、各種バスの機能統合になどにより地域住民や自治体によるバス

再生に成功した地域もあります。そういった地域の成功例などにも学びながら、2007年

11月に施行された地域交通活性化及び再生に関する法律を活用し、住民参加で協議会をつ

くり、地域公共交通総合連携計画の作成、さらに交通基本条例の制定を目指していただき

たいと思います。住民、特に高齢者にとって公共交通はまさに命綱です。住み続けられる

地域づくりのために、だれもが利用できる地域公共交通システムを整備することは自治体

の責務であると、発想の転換をして取り組んでいただきたいと思いますが、町長の見解は

いかがでしょうか。 

 ３番目、雇用対策の取り組みです。 
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 昨年の秋以降、かつて経験したことのないスピードで悪化している日本経済のもと、派

遣切りで職と住居を同時に失う労働者が急増し、また資金繰りの悪化や原材料の高騰、仕

事の減少で中小業者が苦しめられるなど国民はまさに悲鳴を上げています。そんな中で、

島内でも有効求人倍率が１以下という県下でも悪い状況が続いていた中、ことしに入って

それがさらに悪化をしております。町長は、町内の失業者や企業の実態状況をどのように

つかんでおられるのでしょうか。国の緊急雇用創出事業及びふるさと雇用再生特別交付金

を有効に活用し、雇用就業機会の創出に取り組むとありますが、具体的にはどのように取

り組むのでしょうか。雇用対策は、マンパワー事業の拡充、創出であり、マンパワー事業

の最たるものはお年寄りや子供、障害者に対する福祉の仕事であり、教育であります。 

 今回のふるさと雇用再生特別交付金について、労働省が例示した交付金の対象分野と事

業を見ましても、トップは介護福祉分野、続いて子育て分野、医療分野となっておりま

す。学童保育や病児保育など、これまで人件費がかかり財源がないと拒んできた住民の切

実な要求実現のための事業を行うことに活用をしていただきたいが、いかがでしょうか。 

 最後は、同和行政を終結し、真の人権尊重のまちづくりをということです。 

 町長は、施政方針で人権問題としてまず同和問題を挙げております。しかし、憲法が保

障する基本的人権の概念は、国家権力、社会的強者が国民に守るべき縦の関係が基本で

す。横の関係は法的手段や私人同士の話し合いなどで解決できる問題です。また、基本的

人権の土台は自由権です。この崇高な理念を人権イコール同和イコール差別と矮小化し、

同じ町民を特別扱いし、優遇する行政を行うことが逆に人権を侵害することにつながるの

ではないでしょうか。 

 2001年の総務省大臣官房地域改善対策室は特別対策終了の理由として、１、特別対策は

本来時限的なもの、これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大き

く変化。２、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効ではない。３、人

口移動が激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは

実務上困難とし、地帯財特法の有効期限到来という同和行政の大きな変換期に当たり、地

方単独事業のさらなる見直しが強く望まれるとした通達文書、今後の同和行政についてを

出しております。町がこれを無視して、個人給付など単独事業を続けてきたのは間違いで

はないでしょうか。個人給付対象者を特定する根拠を明らかにしていただきたい。 

 また、男女差別や障害者、人種、民族、思想、宗教差別など違いがあるものの基本的人

権の侵害、偏見や差別的扱いなどの解決は互いの違いを明確にし、その違いを認め合うこ

とによって理解が深まり、解決に結びつき、克服できる問題であります。これには、国や
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行政の施策が効果的な役割を果たします。しかし、同和問題は同じ日本人同士の違いのな

い関係での課題であり、違いをつけることがかえってこの問題の解決の障害になり、根本

から違う問題だと考えます。町長の見解を伺います。 

 1986年の地対協意見具申、今後における地域改善対策についての中には、同和地区の実

態が大幅に改善され、実態の劣悪性が差別的な偏見を生むという一般的な状況がなくなっ

てきているにもかかわらず、差別意識の解消が必ずしも十分進んできていない背景とし

て、今日差別意識の解消を阻害し、また新たな差別意識を生むさまざまな新しい要因が存

在している。近代民主主義においては、因習的な差別意識は本来、時の経過とともに薄れ

ゆく性質のものである。しかし、新しい要因による新たな意識は、その新しい要因が克服

されなければ解消されることは困難であるとし、その新しい要因として１、行政の主体性

の欠如、２、同和関係者の自立向上の精神の寛容の視点の軽視、３、えせ同和行為の横

行、４、同和問題についての自由な意見の潜在化傾向を上げ、特に今日的課題を達成して

いくためには、行政機関の姿勢や民間運動団体のあり方が極めて重要である。行政機関

は、今日改めて民間運動団体との関係について見直すことが必要であると明記をしており

ます。 

 また、1976年の文部省、同和教育の推進についてには、同和教育を進めるに当たっては

同和教育と政治運動や社会運動との関係を明確に区別し、教育の中立性が守られるよう留

意すると明確に学校教育に部落問題解決という社会の運動の課題を持ち込むことを批判し

ています。 

 そして、1987年の地域改善対策室長通知、地域改善対策啓発推進指針についてでも、行

政の基本姿勢として、常に主体性を保持し、毅然として適正な執行を行わなければならな

いとし、改めて民間運動機関との関係について見直すことが必要であると指摘し、個人給

付的施策の安易な適用や同和関係者を過度に優遇する施策の実施は、むしろ同和関係者の

自立向上を阻害する面を持っているとともに、国民に不公平感を招来していると地方公共

団体独自の個人給付的事業についても見直しを行うとともに、これらの見直しの趣旨を十

分啓発することが重要、民間運動団体は差別解消を叫ぶためにも自立し、さらに向上して

いく努力を重視すべきとしています。 

 町は、これらの視点や見解、そして到達点を無視してきたのではないでしょうか。国の

方針からも逸脱した法的根拠のない不公正な同和行政を続けるのではなく終結させ、当た

り前の行政、教育を行うことを求めて質問を終わります。 

○議長（中村勝利君） 町長。 
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○町長（坂下一朗君） 15番鍋谷議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、第１点目の福田小学校の跡施設の利用についてのご質問ですが、統合協議を行っ

た中で、学校施設の利用についても協議を行いましたが、具体的な利用の要望がありませ

んでしたので、統合約定書では統合によって廃校となる屋内運動場を除く福田小学校の建

物、土地及びその附属施設を福田、当浜地区の福祉と地域振興のため、福田、当浜地区の

総意により無償で利用できることを認めるとしております。 

 小学校施設につきましては、校舎、屋内運動場、グラウンド、プールなどがございます

が、屋内運動場及びグラウンドについては、社会体育の活動の場として利用する予定であ

り、プールについては福田地区児童が利用したいという要望がございますので、今後は社

会体育施設としての管理になろうかと思います。 

 なお、校舎につきましては、国庫補助金の関係で、その活用の仕方によっては制限を受

けるようであり、建築後10年以上が経過している場合、町が利用する場合は特に制限を受

けませんが、民間の場合では貸し付けが無償か有償かによって変わってまいります。無償

の場合は特に問題はないようですが、有償で貸し付ける場合は補助金返還等のケースが生

じるようであります。現時点では、具体的な活用方法は決まっておりませんので、引き続

き地元自治会と協議を行うことになりますので、ご質問にございますデイサービスなど高

齢者福祉施設も含めた検討を進めていくことになろうかと思いますが、その場合には保険

事業課を含めて協議を行いたいと考えております。 

 校舎の有効利用につきましては、議員の皆様でよいアイデアがございましたら、ご提案

いただき、福田地区の福祉と地域振興に役立てるようにしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、教員住宅につきましては、民間からの借地でありまして、建物は平成５年に建築

したものでございます。現時点では、企画財政課のインターンシップ事業において、臨時

的な住宅利用を検討しておりますので、21年度に限り、借地料は予算計上しております

が、それ以降については今後土地所有者との協議を進めてまいり、22年度には返還をいた

したいと考えております。返還に際しては、契約条件では取り壊して更地で返還するとい

うことになりますが、所有者の希望があれば譲渡も含めて協議をしてまいりたいと考えて

おります。 

 ２点目の質問にお答えいたします。 

 ご承知のように、路線バスを取り巻く現状といたしましては、全国的な傾向として陸上

における移動手段が公共交通機関からマイカーへとシフトしてきたことによる利用者の減
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少やバス参入への規制緩和によって、収益性の高い貸し切りバスや長距離バス事業の競争

の激化がございます。このため、これまで路線バス部門の赤字を他の部門の収益で賄って

いた事業者においても、それが困難になったことなどによりまして、大変厳しい経営を余

儀なくされております。特に、小豆島を含めた地方におきましては、こうした生活様式の

変化や規制緩和による影響に加え、大都市圏への人口流出や少子化による地域人口の減少

が路線バス利用者の減に大きく影響しており、ひいてはバス路線の減便や廃止にまで及ん

でおります。 

 また、免許を持たない子供や高齢者にとって、陸上における重要な移動手段である路線

バスによる住民の足の確保は、大変重要な行政課題でもありますことから、これまでにも

バス路線の廃止に伴い、旧池田町では福祉バス運行により、また旧内海町ではコミュニテ

ィーバスによる廃止代替運行により住民の足を確保し、合併後もこれを引き継いで実施し

ていることはご承知のとおりであります。しかしながら、このような民間事業による減便

や路線の廃止にもかかわらず、昨今の小豆島の路線バスを取り巻く経営環境は一層厳しさ

を増しておることから、さらなる路線の廃止など今後の動向が懸念される状況にあること

はご承知のとおりかと思います。町といたしましても、住民の足の確保にかかわる重大な

問題でありますので、情報の収集や分析を行うとともに、運行形態など他の地域の取り組

み例について調査研究に努めているところであります。 

 個々の質問に対しましては、後ほど担当課長から説明をさせます。 

 次に、３点目のご質問にお答えいたします。 

 世界の金融資本市場は、100年に一度と言われる危機に陥っておりまして、それに伴

い、世界的な景気後退が見られる中で、日本経済は外需に加え、内需、国内需要も停滞

し、景気の下降局面が長期化、深刻化するおそれが高まっています。 

 特に、雇用情勢が急速に悪化しつつあるとともに、企業の資金繰りも厳しい状況となっ

ているところであります。小豆島町におきましても、生産の落ち込みや受注の減少など、

産業界はもとより、町民の暮らしにも大きな不安をもたらしている状況であります。本年

１月の土庄公共職業安定所管内におけるパートを含む有効求人倍率は0.84となっており、

全国平均0.67を上回っているものの、前年同月比で0.2ポイント低下をしており、厳しい

雇用情勢であると認識をいたしております。国においては、このような大変厳しい雇用失

業情勢に対するため、安心実現のための緊急総合対策として、地方公共団体による雇用機

会の創出を図るべく、ふるさと雇用再生特別基金事業並びに緊急雇用創出事業を実施する

こととなりました。 
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 なお、事業の具体的な内容につきましては、担当課長から後ほど説明をさせます。 

 最後に、同和行政を終結し、真の人権尊重のまちづくりをとのご質問でございますが、

同和行政は基本的には国の責任において行うべき行政であって、部落差別が存在する限

り、推進しなければならないと考えております。 

 平成14年に同和対策事業にかかわる特別措置法が失効いたしましたが、同和行政におい

て特別対策事業においては全国一律ではなく、各地方の実情において実施すべきでありま

す。本町におきましては、旧対象地区において残された課題である教育と就労の問題解決

に向けての取り組みが必要であると考えております。 

 次に、人権尊重のまちづくりにつきましては、旧２町の人権尊重の町宣言を新町に引き

継ぎ、平成19年６月議会において議決をいただいております。また、小豆島町総合計画基

本構想においても、住民一人一人がお互いの人権を尊重し合い、だれもが自信と誇りを持

てる思いやりのある心温かい社会を形成していくため、同和問題やいじめ、虐待などあら

ゆる人権問題の解消を目指し、子供から高齢者までを対象とした人権教育や意識啓発など

の取り組みを推進しますといたしております。 

 鍋谷議員の同和問題は、同じ日本人同士の違いのない関係の問題であり、違いをつける

ことがかえってその問題の解決の障害になり、根本から違うと考えるとのご質問でありま

すが、私は予断と偏見により、同和問題を正しく理解できていないため、この問題の解決

をおくらせているものであり、町民一人一人が人権に関する正しい知識、認識を持ち、幸

せに暮らせる人権尊重の町小豆島町を目指してまいりたいと考えております。ご理解賜り

ますようお願いを申し上げます。以下、次に企画財政課長、商工観光課長に答弁をさせま

す。 

○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） 15番鍋谷議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、バス路線の今後の動向が懸念される中、この問題に対してどのように取り組むの

かというご質問でありますが、本町ではこれまで担当課を中心に情報の収集や分析に当た

ってまいりましたが、今後におきましても短期、長期の観点から生活路線を中心に利用の

増進や需要に見合った運行形態などの検討を行うとともに、他の地域の取り組み例につい

てもさらに調査研究を行うことにいたしております。 

 また、住民参加の協議会の設置につきましては、今後路線バスの再編という事態が生じ

ることにでもなれば、県知事が主催する香川県バス等生活交通確保対策地域協議会におい

て協議を行うとともに、道路運送法に基づく地域公共交通会議を立ち上げ、住民、利用者
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のご意見等も伺いながら、路線のあり方等について協議、検討してまいらなければならな

いと考えております。 

 住民の意向把握に関連いたしますが、本町から四国運輸局に働きかけ、運輸局事業とし

て小豆島のバス交通活性化報告書が昨年の３月に作成されております。この作業過程にお

きましては、通勤通学バスや巡回バスなどの試験運行を実施するとともに、路線バスに対

する住民意向調査を実施し、その結果なども集約されております。これらは、路線バス運

行における住民の意向を知る上で貴重な資料であり、今後のバス運行におけるサービスの

向上につながるよう活用していきたいと考えておりますので、申し添えておきます。 

 次に、地域公共交通連携計画につきましては、１年前に土庄町と現行バス事業者に対

し、本計画の策定とこれに基づいて設けられた国の地域公共交通活性化再生総合事業の活

用を図るべく、本町担当課で取り組み事業案を作成し両者に提案いたしましたが、同意を

得るに至りませんでした。この件につきましては、昨年の９月議会における中江議員の一

般質問に関連して答弁の中でご説明申し上げたところであります。このような経緯から、

現時点で当該計画を策定する予定はありませんが、今後の状況の中で対処していきたいと

考えております。 

 また、交通基本条例の制定につきましては、本条例が道路や交通安全施設などハード面

の整備と合わせ、交通確保対策や交通安全啓発など交通政策全般にわたって定めるもので

あると承知しております。小豆島におけるバス運行路線につきましては、国道、県道を利

用していることから、路線の安全対策を含めたハードの整備を初め、路線の確保策や交通

安全対策等を講じるに当たっては、道路管理者である県や２町広域での対応が必要となっ

てまいります。したがって、現在のところ、町単独による交通基本条例を制定する考えは

ありません。 

 しかしながら、小豆島全体としての公共交通のあり方や今後の方向性、取り組み方策を

定めて対応を図ることは大変重要であることから、国土交通省香川運輸支局を初め、県下

の交通政策全般を担う県や立場を同じくする土庄町との協議を通して検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 篤君） 15番鍋谷議員のご質問にお答えをいたします。 

 ふるさと再生特別基金事業並びに緊急雇用創出事業は、地域における継続的な雇用機会

の創出や離職を余儀なくされた方に対して、次の雇用までの短期の雇用、就業機会を創

出、提供するもので、どちらの事業も国の交付金を活用して造成した香川県の基金からの
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補助金を財源とし、23年度末までの３年間実施する事業でございます。 

 ふるさと雇用再生特別基金事業にありましては、地域の休職者等を雇い入れ、安定的な

雇用機会の創出を図ることを目的とし、事業終了後も引き続き雇用を継続できる可能性が

あるもので、民間企業等に委託することとされております。事業費の中で、失業者の人件

費割合は委託費の２分の１以上で、雇用期間は原則１年以上が求められております。 

 また、緊急雇用創出事業におきましては、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年

齢者等の次の雇用までのつなぎの一時的な雇用及び就業機会の創出を図ることを目的とし

ております。事業費の中で、人件費割合は７割以上、新規雇用の失業者割合が４分の３以

上で、雇用期間は原則６カ月未満、ただし１回限り更新可としております。事業の実施要

件として、民間企業、シルバー人材センターに委託し、または地方公共団体が直接実施す

ることとされております。 

 なお、本町におきましては、21年度からの３年間を事業期間として、ふるさと雇用再生

特別基金事業では６事業、事業費7,590万円、新規雇用失業者延べ26人、同一の方を継続

雇用した場合は11人となります。緊急雇用創出事業では７事業、事業費1,620万円、新規

雇用失業者等延べ22人の事業計画を策定いたしまして、県の内示を経て現在交付申請を行

っているところでございます。交付決定をいただきますれば、速やかに事業に着手し、雇

用の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 ご要望の福祉や教育分野での事業につきましては、このたびの緊急雇用創出事業の中

で、学校生活指導事業として学校に生活相談員を配置し、小学校統合による児童を精神的

に支えるとともに、保護者や地域との連携を図り、学校生活における問題に対応する計画

が含まれてございます。 

 このたびの事業計画は、短期間での策定でございましたが、今後事業の追加募集や新た

な経済対策事業も見込まれますことから、もしそのような事業が追加でございます場合に

は、福祉や教育分野を含め幅広い事業計画の策定に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、今期定例会の最終日の議員懇談会におきまして、これまでの経緯や交付申請の内

容についてご説明させていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。以上です。 

○議長（中村勝利君） 15番鍋谷議員。 

○１５番（鍋谷真由美君） 同和行政のところで、個人給付対象者を特定する根拠を答弁

をいただきたいと思います。 

 それと、雇用の問題ですけれども、教育の分野で１つ今説明があったんですけども、福
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祉の部分がないということで、ぜひ広げていっていただきたいと思います。雇用の問題で

は、今そういう形で緊急雇用創出などの雇用対策事業を行っておりますけれども、一方で

町の臨時職員を３年以上雇用しないとして、この３月末で多くの臨時職員の首切りが行わ

れております。町みずから失業者をつくりつくり出していることは大きな矛盾であり、問

題だと思いますが、ぜひ是正をすべきだと思いますけれども、その点はいかがでしょう

か、お願いします。 

○議長（中村勝利君） 人権対策課長。 

○人権対策課長（宗保孝治君） 15番鍋谷議員の質問でございますけども、対象者の特定

については旧の事業で行ったところの属地といいますか、その旧の事業を行った地域のも

のという形でご理解いただいたらと思います。以上です。 

○議長（中村勝利君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 篤君） 先ほども申し上げましたが、今回の事業策定、非常に短

期間でつくっております。今後、さらに新たな事業追加等ございます場合には、福祉の分

野も含めて事業計画を策定してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 総務課長。 

○総務課長（竹内章介君） 本町臨時職員にも言及がありましたので、答弁させていただ

きますが、３年を超えて継続して雇用しないという条件下での採用でございましたので、

そのとおり従ったまででありまして、切った後、雇っていなければそれは失業者をふやし

たかわかりませんが、新たな雇用を創出したわけですので、プラス・マイナス・ゼロと考

えております。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、４番森議員。 

○４番（森  崇君） 私からは、２点についてご質問申し上げたいと思います。 

 先ほども浜口議員のほうからも出ましたけれども、100年に一度という大変な不況でご

ざいます。そういった意味で、各課の協力体制について、大変な不況を乗り切るには、町

全体が協力できる体制づくりこそ大切と考えます。町長の施政方針に関する所信の中に

は、ボランティアという言葉が入ってませんでしたが、財政難を強調するだけでなく、ま

ず町の職員みずからがごみの問題、家庭の買い物の仕方、家族も含めて買い物の仕方ま

で、ああ本気になってるなという姿勢を見せることだと私は思います。 

 各課とも仕事量がふえて山積みされて、それどころでないということで終わってしまう
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と、ボランティアをする人はみんな大変ですから少ないと思います。自然に、これは協力

しなくてはならないというように小豆島町のあらゆる問題に取り組む姿勢を見せてほしい

と思います。各課を超えた協力が必要と私は思います。町の指導体制を伺います。 

 次に、高潮対策についてでございます。 

 私たち小豆島に住む者は、渇水の経験、昔からあるんですけど、それだけでなくて、

49、51の大災害の経験をしました。私の妹は嫁に行った後、９人家族のうち３人亡くなっ

た、そういうことを経験しております。県と連携をとりながら高潮対策事業が町長の施政

方針でも目に見え始めましたが、以前に申し上げたとおり、高潮対策は雨漏り対策と同じ

でございます。一部だけ、大きな穴だけ修理して終わるわけにはまいらないと思います。

上から降ってきた雨に対して、あなたの土地が広いからその土砂は自分で撤去してくださ

いと言わないと同じように、高潮対策も激甚法のようにすべて同じ扱いにしなくてはなら

ないと思います。昭和20年以来、初めての物すごい高潮でした、平成16年で。こうした天

災の実態に法律そのものがついていってないだけのことではないかというふうに思いま

す。答弁を求めたいと思います。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） ４番森議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目は各課の協力体制に関する質問でございますが、町役場の仕事は突き詰めると町

民の幸せづくりであります。すなわち、地方自治法第１条の２第１項地方公共団体は住民

の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する

役割を広く担うものとすると規定をしております。これは、この仕事に携わる町職員の究

極の目的であります。 

 小豆島町の基本設計は総合計画であり、行財政改革大綱、中期財政計画や部門ごとの計

画書に沿って実施計画を年間予算の形にして、議会、町民の皆さんにお示しをするととも

に、職員全員が共通認識を持って事に当たっております。 

 総合計画の主要施策の積極的な推進に向け、まちづくり総合プロジェクトを立ち上げ、

課の枠にこだわらず横断的に取り組んでおりますことはご承知のとおりであります。ま

た、文書配布の経費節減に向けて、２月16日から自宅近隣の文書について、職員による配

布を始めております。森議員ご指摘のように、職員も町民として率先して町の施策実現に

努力することは根本でありますから、常々指導しておりますが、職員への激励と受けとめ

周知をしたいと考えております。 

 ２点目の高潮対策についてのご質問ですが、６日の本定例議会の２日目にご承認いただ
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いた地域活性化・生活対策臨時交付金に関連した補正予算で、馬木川の水門整備や草壁港

のゲートポンプ整備工事を初め、高潮対策につきましては私の施政方針でさまざまな角度

で県と連携をとりながら、町の重要施策として取り組んでまいりますと申し上げたところ

でございます。 

 高潮対策は、これまでにもご説明をしておりますが、局所的な対策で効果を発揮できる

区域と、広範囲にわたりさまざまな対策を講じなければ効果があらわれない区域がござい

ます。そのため、県と連携をとりながら、局所的な対策でできる限り大きな効果があらわ

れる実施可能な区域から計画実施をしており、森議員と同様に私も徐々に目に見え始めた

感がございます。 

 また、広範囲に対策を講じなければならない内海港海岸におきましても、国の補助事業

による平成21年度からの本格的着工とあわせ、国の経済対策に関する第２次補正や新年度

の景気対策予算により、予定より早く工事が進むのではと期待をしているところでござい

ます。 

 今回のご質問は、高潮対策は公共施設のみでなく、民有施設についても県や町において

同様の対策を講じるべきとのことかと存じます。香川県と県内に海岸線を持つ７市５町で

取りまとめた津波、高潮アクションプログラムでは、県及び町が管理する公共施設で30年

間もの期間を要し、対策費も莫大なものとなることや、民有施設はその所有者の利用目的

のための施設であり、国、県、町、民間と個々に施設管理者としても責務もございますこ

とから、県や町は公共施設の高潮対策を進め、民有施設は基本的には所有者自身が対策を

講じることが必要だと考えております。 

 また、高潮対策も激甚法と同様の考えで対策を行うべきだとのご意見でございますが、

激甚法は非常に大きな災害により、被害を受けた場合にその施設などを復旧するあくまで

も災害復旧に関する法律で、今回の高潮対策のような防災事業に対するものではございま

せん。そこで、今後長期にわたる公共施設の高潮対策期間中にどのような法の制定や改正

が行われるかわかりませんが、現時点では県や町は現在の法律に基づき、公共施設の高潮

対策を進めなければならないと考えております。 

 しかし、森議員がご指摘のとおり、高潮対策は整備区間の一部が欠損しても、その効果

を発揮することが困難な区間もございます。昨年９月議会で16番中江議員のご質問でもお

答えをいたしましたが、整備区間内に民有地施設が存在し、その施設が高潮整備水準を満

たしていない場合は、決して個人の問題として片づけるのではなくて、自助、共助、公助

の観点から、施設所有者に県と町が連携して高潮対策の重要性、効果について説明し、対
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応を要請するとともに、広報などの協議、検討、助言などの協力を行い、高潮対策の促進

に努めてまいります。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） ４番森議員。 

○４番（森  崇君） 町長のほうから職員の激励と受けとめている、僕は決してそうは

思ってません。みんな頑張っているんです。しかし、100年に一遍ぐらいの大変な不況や

いうんなら、もっと町長が力入れて本当に尋ねていって物を頼んだらお金の話、財政の話

が出ると思うんです。そういった意味では、ああ町も変わったなあ、職員が変わったなあ

と、買い物から変わったなあという姿勢は町長から発しないと広がらないというふうに私

は思うんです。頑張っていることは全面的に認めます。しかし、これだけの不況ですか

ら、後で町長の答弁をもらいたいと思います。 

 それから、災害対策基本法というのがありますけど、これ見ると30回は軽く変えとんで

す、昭和の初期からずうっと変えとんです。ですから、高潮が皆がびっくりするほど来た

んですから、これは法律が、私が思うんですよ、これは法律がついていってない。これの

穴は個人だと、岸壁は個人だというのは僕は通らんと思うんです。今、地球からロケット

で外へ出とる話も聞きますけど、高潮ごときに人間が負けたらいかんと私は思うんです。

高潮はやっぱり雨が降ったって実は大変なんですけど、自治消防も含めて自分のところは

自分で守るという姿勢がなかったら、消防団とか町の職員とかばっかりにかかっていく

と。自分は何もしないいう格好になってしまうと思いますんで、その決意も含めて町長か

らお聞きしたいと思います。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 職員の激励だけではなくて、町長自身がひとつ先頭に立って体で

もって皆さんに示せという激励の言葉だと、こう思っております。まさにそのとおりでご

ざいまして、私の至らんとこがあったら、また指示していただきたいと思います。精いっ

ぱい先頭に立ってやっていきたいと、こう思っております。 

 それから、２番目の高潮、個人といえどもこれはもう全体に関係する問題ではないか

と。そして、自治消防なんかも自分の地域は自分で守らないかんと、こういうことを言わ

れましたが、まさにそのとおりだと思います。皆さんにも、これからもそういうようなこ

とを周知してまいりたいと、こう思います。ありがとうございました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、16番中江議員。 

○１６番（中江 正君） 私は、２点質問をいたしたいと思います。 
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 １つ目は、オリーブ100周年は大きな成果を得ましたが、これから先の小豆島の将来像

はどのように考えておられるのか。新町建設計画や総合計画の中にある「やすらぎ、輝

き、実りある未来へ」、「煌めく海、瞳輝く、実りのまち」の実現を図るため頑張ってお

られますが、どのようにこれらのことを実現するのか、またこれらの成果を一過性のもの

として終わらせることなく、さらに新たな産業の創造や地場産業の活性化に生かすことが

重要であると考えがありますが、ことしは第３回全国醤油サミットが計画されています

が、新たな事業展開により切れ目のない情報発信などの計画についての報告を願いたいと

思います。 

 ２点目です。財政運営の行き先について。 

 先ほどから出てますけど、100年に一度という大不況が襲っております。国、県、町も

財政状況は深刻な局面を迎えておりますが、一方平成21年度には地方公共団体の財政の健

全化に関する法律が施行されました。取り組みが本格的に開始されますが、町は健全化を

推進するため、合併効果を生かした事務の効率化による総人件費の抑制を初め、中期財政

計画の枠内での発行を堅持し、健全で持続可能な財政環境の構築で取り組まれるが、これ

らに行く先が町職員、病院、医療、そして福祉の見直しになるのではないかと心配をして

おります。町の考え方をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 16番中江議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、まちづくりをどのように実現するのかとの質問でございますが、本町におきまし

ては合併後の新たなまちづくりに取り組むに当たって、合併時に策定した新町建設計画の

「やすらぎ、輝き、実りある未来へ」の理念を尊重し、これを引き継ぐ形で新たに「オリ

ーブライフ小豆島、煌めく海、瞳輝く、実りのまち」を将来像とする総合計画を策定し、

平成20年度からはこれに基づき、シンボルプロジェクトを初めとして計画に沿った各種事

業に積極的に取り組んでいるところでございます。 

 平成21年度におきましては、施政方針の中で総合計画に示された大綱に沿って各施策を

説明しており、また具体的な事業などにつきましては予算説明書並びに補足資料で詳細を

掲載しております。したがいまして、まちづくりにつきましては、毎年度の予算を通じて

実施すべき事業を具体化し、この積み重ねによって目指すべき将来像の実現を図ってまい

りたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 その総合計画においては、オリーブライフという言葉を冒頭に掲げ、オリーブを地域振

興のシンボルといたしております。これに沿いまして、大変厳しい社会情勢の中ではあり



-  - 50

ましたが、オリーブ100年祭を通じた取り組みが数多くメディアに取り上げられ、小豆島

の情報発信とにぎわいの創出に大きく貢献をしたところでございます。そうした効果もあ

りまして、町内の主要観光施設の観光入り込み客数は近隣の観光施設が落ち込む中で増加

に転じたところであります。中江議員のご指摘もございますように、こうした成果を一過

性のものとして終わらせることのないように、平成21年度におきましては17番浜口議員の

ご質問にお答えいたしましたように、官民協働による全国醤油サミットの開催や昨年10月

に設立されたふるさと応援団クラブ・オリーブの会員拡大とアドバイザー会議の実施な

ど、全国に向けた切れ目のない情報発信を心がけてまいりたいと考えております。 

 また、施政方針でも申し上げましたように、オリーブ100年祭関連イベントでは、オリ

ーブ検定と地域オイルの品評会を継続実施いたします。加えて、香川県全域を舞台とし

て、年間を通じて町歩きと季節ごとの地域の祭りや各種イベントを盛り込んだ「てくてく

さぬき」や全国醤油サミットの開催にあわせて醤の郷をよりアピールする一方策として、

商工会が実施する醤の郷景観整備モデル事業に対して支援をいたします。 

 最後になりますが、まちづくりの原点である町民の皆様の結束した地域力を糧とし、地

域資源のオリーブを基軸とした各種施策の推進により、オリーブの実り豊かな自然や多彩

な文化、地場産業などと融合させる各種の施策に鋭意取り組んでまいりたいと考えており

ますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 ２点目の質問にお答えいたします。 

 中江議員のご指摘のとおり、厳しい経済状態の中の財政運営を強いられる状況になって

おります。しかしながら、現在進めております中期財政計画に沿った取り組みは堅持しな

ければいけないと考えております。ご心配いただいております町職員、病院、医療、福祉

の見直しになるのではないかとのことでございますが、さきの森議員への答弁で申し上げ

たとおり、行政の根本にかかわる分野に大きな影響を生じないよう、早目早目の対応を適

宜的確に行い、町民の幸せづくりに努めてまいりますので、ご理解賜りたいと思います。 

 詳細につきましては、担当課長から答弁をさせます。よろしくお願いします。 

○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） 16番中江議員のご質問にお答えをいたします。 

 平成21年度につきましては、ご案内のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律が全面施行とされます。また、戦後最大の経済危機による税収の大幅な落ち込みが拍車

をかけ、全国の地方自治体では徹底した行財政改革の推進を強化しているところであり、

とりわけ多額の累積赤字を抱える特別会計や公営企業会計の見直しが本格化しておりま
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す。 

 一方、平成19年度決算における本町の健全化判断比率及び資金不足比率につきまして

は、すべての会計において問題ないとの結果が出たことは、昨年の９月議会でもご報告申

し上げたとおりでございます。 

 この要因につきましては、２番藤本議員への答弁でも申し上げましたように、手厚い

国、県の合併支援によるものと考えております。また、平成19年度に策定いたしました中

期財政計画では、想定される各種事業についても合併支援措置のおかげで実施可能となっ

ております。 

 中期財政計画では、集中改革プラン等によります合併に伴う人員の適正化を初めとする

経常経費の削減が必須要件となるとともに、策定時点の経済状況が悪化しないことが大前

提となっております。現下の極めて厳しい経済状況をかんがみますと、今後の地方交付税

の縮減や町税収入のさらなる落ち込みが容易に推測されるところであり、合併支援措置が

受けられる期間に、それもこの一、二年のうちに徹底した行財政改革を推進することが重

要であると認識をいたしております。 

 行財政改革の推進については、集中改革プランで行程表をお示ししておりますが、これ

を基本として町民のご理解を前提として修正を加えながら目標に向けた取り組みを続けて

いくこととなります。 

 夕張市のような財政破綻に陥りますと、職員も惨めな思いをいたしますが、最大の被害

者は地域住民でありまして、住民生活とかかわりの深い医療や介護、福祉、教育部門の切

り捨てにもつながりかねません。そうならないためにも、中期財政計画のフレームを厳守

し、事務事業のさらなる効率化、簡素化を初め、選択と集中によります予算の重点化を進

めるなど、持続可能な財政環境の構築が重要であると思います。 

 高度経済成長を背景としたこれまでの行政サービスにつきましては、拡大の一途をたど

り、箱物サービスなどの行き過ぎがあったことも否めない事実でございます。しかし、時

代の流れは変わり、少子化による人口減少社会が加速し、税収の伸び悩みが行政の財政難

に拍車をかけ、超高齢社会を迎えるに至っており、こうした状況の中ではもはやフルセッ

トでの行政サービスの提供には限界が来ておるわけでございます。この極めて困難な時代

を乗り切るためには、自助、共助、公助の考え方に立ち、住民や地域において取り組みが

可能なものについては、みずからの手によって補完していただくなど、住民と行政が連携

し、協働のまちづくりを進めることも重要であると考えておるところでございます。 

 基本的には、住民生活にとって最も重要な部分である医療や介護、福祉、教育部門等の
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行政サービスについては最優先で取り組むべき事項であり、これを堅持していくためにも

行財政改革の推進による経費の節減に努め、健全な財政運営を図っていくことが不可欠で

あると考えておるところでございます。ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（中村勝利君） 16番中江議員。 

○１６番（中江 正君） ただいまいろいろと答弁をいただきました。１点目の将来像、

いわゆる小豆島町、ひいては小豆島全体、観光立町ですので、先ほども浜口議員のほうか

ら言われたように、持続、継続、これがちょっと欠けてるんじゃないかなあと思っており

ます。いわゆる名勝寒霞渓を中心としたセット観光、こういなのをやっぱ発信する必要が

あるのではないかなと思っております。オリーブ100周年、前回は二十四の瞳生誕100周

年、何か一発屋的な記念行事で終わってしまうような小豆島のイメージがあります。そう

いなんで、町長にそれはお聞きしたいんと、これからこのセット観光をどう生かしていく

かいうことを一言あればお願いしたいと思います。 

 ２番の財政の運営の行く先、この施政方針を見ると、経常比率が100％に近い数値を持

ってます。財政健全化を唱えていったって、向こう10年、特例債が10年ありますわね、そ

れ以後10年、20年、50年先のことを考えてやらなければ破綻の訪れもあるかと思うんで

す。今、小豆島の人は土庄が早いかな、小豆島町が早いかなと言われてます。そういった

財政が逼迫した状況にあります。まして、職員、医療、教育、福祉のこの見直し、削って

いくわけにはいきません。でも、住民サービスが最も大事なことですから、そちらのほう

は欠かさない予算です。今回も当初予算ですけど、前年度に比べても５千万円低くなって

ます、上ってないです。そういうな少子・高齢化によって、町自体が逼迫したような状況

下にあるんですけど、石田課長が言われた方向でいけると思うんですけど、もっともっと

こう節約する部分、削減する部分がやっぱり住民、職員に来やせんかなと心配をしている

ので質問をしたわけですけど、それはもう絶対ないですかね。町長に一度お尋ねしたいと

思います、10年先考えて。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） まず１番目の観光立町、全部関連して、これは観光と申しまして

も、ただ寒霞渓、またもちろん寒霞渓とか二十四の瞳とかこういうなあるんですが、オリ

ーブ公園、こういう観光ありますが、それに関連してやっぱり食品産業とか石材とか皆関

連していると思います。したがって、一方だけに偏してやるということじゃなくて、全体

の中で集中的にやっていくと、こういうことでありまして、観光それから食品産業、また

地域のいろいろなイベント、そういなことも含めて総合的にやっていく、小豆島のいろい
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ろ取り組んでいくことはやっていかないかんと、こう思っております。 

 それから、２番目の10年先、ただ金ばっかり使うたんではいかんぞということでござい

まして、財布のひもも締めとかないかんと、こういうことで、長期財政計画の中でやって

いくということでございます。したがって、選択と集中、先ほど言われましたが、そうい

う考え方でふんどしをしてかからないかんと、こう思います。ありがとうございました。 

○議長（中村勝利君） 暫時休憩します。再開は２時25分。 

            休憩 午後２時12分 

            再開 午後２時25分 

○議長（中村勝利君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、７番安井議員。 

○７番（安井信之君） 私は、２つのことについてお聞きしたいと思います。 

 まず１つ目、学校再編計画の実行について。 

 ２月27日に小豆島町学校再編整備検討委員会の答申が町長に対して出されました。後日

の新聞報道で、今後基本方針策定後に住民や議会、学校などで協議会を設置し、統合小学

校の場所位置などを決めると報じられました。 

 今回の検討委員会でも、住民サイドに周知されていない点が指摘されたような場面があ

りました。そこで、住民に対して周知することが第一歩だと考えますが、どのようにされ

るのかお尋ねいたしたいと思います。 

 また、これからの過程をお伺いいたします。 

 ２つ目、瀬戸内国際芸術祭に向けた取り組みについて。 

 2010年、香川県において瀬戸内国際芸術祭が企画されています。その中で、直島、豊

島、小豆島がかかわっていくと伺っています。また、直島、豊島では宿泊施設が余り整え

られていなく、小豆島の存在がクローズアップされてくると推測できます。 

 そこで、小豆島の魅力を全国に向けて発信していく絶好のチャンスと考えますが、我が

小豆島町はどのような形でかかわっていくのかお伺いします。 

 また、今地域おこしで住民参加型の団体も多数あり、そういうふうな人が小豆島町の魅

力ある自然などを内外に広めていく団体だと思いますが、そういうところが会員募集、活

動協力などで広く公募する場がないとの声も聞こえてきます。町広報などにそういうふう

な声を反映することができないか伺いたいと思います。以上です。 

○議長（中村勝利君） 町長。 
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○町長（坂下一朗君） ７番安井議員のご質問にお答えをいたします。 

 第１点目の学校再編計画についてのご質問ですが、基本的な考え方については３番森口

議員の答弁で申し上げましたので、詳細を教育長から後ほど答弁をいたします。 

 ２点目の瀬戸内国際芸術祭についてでありますが、この20日に発表がありましたとお

り、平成22年７月19日の海の日から10月31日まで105日間にわたり、小豆島を初め瀬戸内

海の７つの島と高松を舞台に開催されます。このうち、小豆島では小豆島町の中山と土庄

町の肥土山でアーチストが滞在して、作品を創作する予定になっております。内容が現代

アートということでございますので、私どももいま一つ理解しがたいところもありました

が、３月14日に総合ディレクターであり著名なアートディレクターでもあります北川フラ

ム氏が来町いたしまして、地元の皆さんを対象といたしました説明会会が開催され、私も

同席をいたしました。その際の話によりますと、ご質問のとおり、宿泊については小豆島

と高松が中心になるということであります。島と島を結ぶ航路も検討中のようであります

し、泊まれることを活用して小豆島では夜を含めたイベントを開催していきたいというこ

とでありました。 

 瀬戸内国際芸術祭では、その土地の歴史や民俗、風土、祭りなどと現代アートを交錯さ

せたいということでございますので、地元の方々の参加、交流が重要になってまいりま

す。まずは、その橋渡しやサポートが必要になってくると思われますし、できればこれを

全町に拡大しまして、多くの町民が参加できるようになればと考えております。 

 また、芸術祭がオリーブ100年祭、ことし４月からのてくてくさぬき、10月の第３回醤

油サミットに引き続いて開催されます切れ目のないイベントといたしまして、観光客の集

客にも大きく寄与するものと期待しているところでございます。小豆島町でアーチストが

滞在いたしますのは、中山だけということになりますが、本町にはオリーブを初め多くの

観光資源がございます。歴史、文化、資源につきましても、池田の桟敷、彫刻、醤油など

いろいろ世界に誇れるものが数多くございます。宿泊地になるという強みも最大限に生か

して、他の観光地にも足を延ばしていただくために、ホームページの活用を初め、例えば

芸術祭と連携したキャンペーンの実施やパンフレットの作成などにより、全国的に小豆島

町の魅力について情報発信するなど、知恵を絞って準備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、住民参加型の団体の会員募集や活動協力で、広く公募する場の提供をということ

についてでございますが、「広報しょうどしま」におきましては、記事掲載の内規要件を

満たしていること及び掲載スペースに余裕のあることが条件になります。これまでにも、
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例えば兵左衛門太鼓のメンバー募集など掲載した例もございますので、担当課を通して企

画財政課に相談していただければと考えております。 

 なお、募集記事掲載の内規要件につきましては、１つ、営利目的でないこと、２つ目に

特定の政治活動、宗教活動でないことが明らかであるということ、及び３番目に小豆島町

に所在する団体ということであります。活動掲載につきましては、これに加えまして小豆

島町、町教育委員会、または国、県の後援を受けている事業ということになりますので、

ご理解を賜りたく存じます。 

 あと、教育長に答弁をさせます。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） ７番安井議員のご質問にお答えいたします。 

 先般、新聞報道がありましたように、先月２月27日に学校再編整備検討委員会の正副委

員長のほうから、学校施設の再編整備に関する事項の答申が町長に対してございました。

その際、安井議員さんにも副委員長の立場で同席をお願いいたしました。また、検討委員

会には、町議会議員と保護者という複雑な立場で協議に加わっていただきましたが、子供

たちの教育面からのご意見をいただきました。あわせてお礼を申し上げたいと思います。 

 新聞報道は、２月28日に２紙の報道があり、その後３月３日、３月４日と各１紙の報道

がございましたので、町民の大半の方が見られたと思っております。初めて学校統合とい

う情報に接しまして、いろんな話が出ていることと思っております。 

 今後、どのように取り組むのかというご質問でございますけれども、３番森口議員のご

質問でも答弁申し上げましたように、明後日定例会最終日の議員懇談会で答申の内容をま

ずご説明したいと考えております。 

 また、これも新聞報道にありましたけれども、教育委員会において５月末をめどに町立

学校等の再編整備に関する基本方針及び実施計画を策定する予定としておりますので、本

方針と計画の策定を完了した時点で町議会と、それから自治連絡協議会でご説明をしたい

と考えております。 

 なお、指摘のありましたように、今回の検討をいただいている中で、このたびの福田小

学校の統合につきまして、住民への周知が十分でなかったのではないかという意見がござ

いましたし、また実際に関係保護者や地域住民との統合協議を行う折にも、同様の指摘を

受けましたので、この反省に立ちまして町広報紙「しょうどしま」やホームページ等によ

り、児童・生徒数の推移や学校施設の状況、また再編整備基本方針、実施計画を掲載し

て、町民の皆様にお知らせしていきたいと、こういうように考えております。 
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 その後の取り組みでございますが、まだ十分検討しておりませんので、あくまでも案で

ございますけれども、中学校の再編となりますと、町域すべてが対象となりますし、３小

学校の統合でも内海地区全域ということになりますので、全町的な対策協議会なり委員会

なりを立ち上げて、その下部組織として、さらなる小委員会等を設置して、その場で具体

的な取り組み方法等について検討をお願いしていかなければならないのではないかなと考

えております。 

 関係します保護者や住民への説明は、この検討組織を設置した後になろうかと思ってお

りますので、ご理解とご支援をいただきたいと存じております。 

○議長（中村勝利君） ７番安井議員。 

○７番（安井信之君） 教育長が言われた協議会などをまた設置して考えていくというふ

うなことですが、森口議員の指摘でもあったように、その中にやっぱり地域の人を入れる

というふうなところでの心遣いをきちんとしてもらいたいと、そういうふうな部分は聞い

とらんわいうふうなことではあっては困ると思いますんで、その辺よろしくお願いしたい

と思います。 

 瀬戸内国際芸術祭に向けた取り組みについてですが、これは７月19日から10月31日まで

というふうなことですが、小豆島の初夏の魅力的な部分で蛍なりが飛んだりしてます。そ

の辺の自然の環境なども小豆島の魅力のつながると思います。プレイベントというたらあ

れですけど、小豆島町が発信していくいうふうな形で小豆島の魅力を出していくいうふう

なことも必要じゃないかなと、そういうなところも自然を見てみたい、中山を見てみたい

というふうなことで、人が集まってきてもらえたら幸いかなと、それがまた次年度に続い

ていくような関係になっていくのではないかなと思いますが、その辺はどういうふうにお

考えになってるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） ２番目の瀬戸内国際芸術祭についての日にちが７月19日から始ま

るということで、特に中山なんか蛍の名所でもあると、非常に過去力入れて蛍を養殖した

というようなこともございまして、そういうなことも皆さんに見ていただいたということ

で、プレイベントでその前からも周知をして観光に寄与したらどうかと、こういうことで

ございますが、これらにつきましても、この瀬戸内国際芸術祭を基軸にして、そしてその

前後、それを有効に生かしていくということで、今後そういうことにつきまして商工会と

か、また観光協会とかそういうとこも相談もして、地域と一緒になってやれるものはやっ

ていったらと、こう思っております。まだ、決めれるとこまで、とてもじゃないんです
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が、今後相談していきたいと、こう思います。 

○議長（中村勝利君） ７番安井議員。 

○７番（安井信之君） 聞くところによりますと、瀬戸内国際芸術祭の担当は社会教育の

ほうだというふうにお聞きしていますが、小豆島町にとってこのイベントいうのは、商工

観光課なりに大きく関係してくるもんかなと思いますんで、その辺よろしくお願いしたい

と思います。課長の意気込みも聞いてもいいかなと思いますが、その辺ちょっとお伺いい

たします。 

○議長（中村勝利君） 副町長。 

○副町長（岡忠昭君） ７番議員のおっしゃった件につきましては、近々に人事の内

示、異動の内示を行いますが、そういうなことも頭の中に入れてひとつ対応したいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中村勝利君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 篤君） 今、当然芸術祭につきましては、観光部門としても十分

にアピールしてまいりたいと思っております。今回も情報発信につきましても、小豆島町

のホームページの中の観光情報部門につきましては、商工観光課のほうで随時取材して、

またホームページのアップもできるようになっておりますので、以前にも蛍の放流等の情

報をいただきますと、私どもの職員を行かせまして、ホームページにも掲載しておりま

す。したがいまして、今後についてそういった情報収集ございましたら、観光課のほうに

お知らせいただいたら、フットワーク軽く現地に赴きまして情報発信に努めてまいりたい

というふうに考えておりますので、議員各位におかれましてはそういった情報ございまし

たら、商工観光課のほうへぜひご一報いただけたらと存じます。以上でございます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、６番新名議員。 

○６番（新名教男君） 学校再編整備検討委員会について質問しようと思うとったんです

が、もう私の前に３人の方が質問されまして、答弁も３回聞かせていただきました。でき

るだけ重複を避けて質問したいと思います。 

 ちょっと２月28日のこれは四国新聞ですが、内海、池田中統合と大きな字で書いており

まして、その下に３小学校も１校にと書いとんです。その間に、小さい字が書いとんです

が、こんなところは多分読者は読まんと思うんですが、内中、池中が統合すると、さすが

町長が選んだ検討委員会のメンバー、ええとこへ目をつけとるなあと思うて、これ感心し

て見せていただいたわけでございます。 
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 質問ですけれども、それから、その後でこれを読んでおりますと、2013年に統合を目標

とすると、えらいスピーディーやなあと、大変にもう感心したわけでございます。答弁を

もろうておりますので、質問はちょっと簡単にしたいと思います。 

 １つですが、地域の住民の意向を大切にするというふうに町長、それから教育長もおっ

しゃっておりました。とすると、住民の意向によっては変更、検討の余地があるというこ

とだと思いますが、それでよろしいでしょうか、これ１つです。 

 もう一つは、私は本来教育いうのは、医療も含めますが、小豆島を一つの大きなエリア

として考えるべきだと思っております。といいますのは、土庄と小豆島町は合併しており

ませんが、仮に中学校が統合するとしても、池田というところは本来生活とか交通の便か

らいったら、土庄、それから中学校統合する、そしたら合併しときゃ、ここらは合併す

る、うちと統合しても学校区は土庄中学校行くということもできる可能性があるわけなん

です。だから、そういう意味で考えれば、教育とかそんなもんは本来は小豆島全体――高

等学校もありますから――として考えるのが、こういう小さな島の本来の教育行政のあり

方だと私は思っております。最初の質問が１つです。 

 ２つ目は、幼・保の教育、それから小学校の教育、それから中学校の教育というのはそ

れぞれ教育の目標が違います。その目標を十分に住民の方が知っていただければ、ああ中

学校はこれでよし、小学校はこれでよしというのがおのずから出てくると思うんです。そ

れを、ただうわさのみで従来はこうであったとか、そんなようなことだけで統合もしくは

統合しないというような方向にいかないように、ぜひお願いしたい。もう一度言います

と、幼・保の教育、小学校の教育、中学校の教育は小豆島町独自の教育本来のあるべき姿

に沿って考えていただきたいと思いますが、どうですか、２つです。よろしくお願いしま

す。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） まず第１点目は、地域住民の意向によって変更もありや否やと、

こういうことでございますが、これから相談していくわけでございますから、まだ決定し

ておるわけでありません。そういうことで、方向の考え方を今まで述べたわけでありまし

て、変更もありであります。私はそう思っております。 

 それから、２番目の小豆島全体の中で、子供の幼・保、中学とか各年代に応じての教育

のあり方について、それぞれ目標も違うし、ありようも違うから、それらについての教育

のあるべき姿というんで統合はどうかという、検討するかどうかと、こういうことです。

それもそういうことを考えてやるべきだと私は思っております。 
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○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） ６番新名議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 前回、新聞で報道されておりますのは、あくまでも答申でございまして、そのとおり決

定しないということは先ほど来ご説明しておるとおりでございます。町長のほうは、その

答申を重視するというような言い方で新聞記事に出ておりますので、余り大きな変更はで

きないかと思いますけれども、今から教育委員会の中で協議する中で変更もあったり、ま

た議員の皆様や地域の皆様とお話しする中で、町長からの話ありましたように、変更があ

るかなというふうな考えを私も持っております。 

 それから、後半の質問でございますけど、２点目の質問でございますけれども、その件

につきましては、小学校、中学校、幼稚園、保育所、それぞれの立場がございますので、

それぞれの立場を町民の皆さんに理解していただきたいということで、私のほうもいろん

なところでそういう話も時々させていただいているのですけれども、なかなか理解の得ら

れないところがある面も否めないと思ってますので、今後も努力してまいりたいと、そう

いうふうに思っております。 

○議長（中村勝利君） ６番新名議員。 

○６番（新名教男君） この前、ある教育委員さんと、教育委員というのは５名おって、

教育長がおったら、あと４名です。その方と話しょうたら、こういうことを聞いて、新聞

に出とるから、あれはほんまにやるんかいうて、ちょっと待ってくれやというたんです。

あなたたちが、これから考えていかんと、だからその方に言うたんです。そんなこと言う

から、教育委員会不要論が出るんじゃと、それぐらいが僕は失礼やけど、教育長さん、教

育委員会の現状です。 

 そこで、教育長は時々もう失言するから、すぐもう腹が立ってくるんじゃけども、変更

はできないと思いますがというたら、今の分、もうそんなこと言わんでええのに言うから

いかん。変更できないと思いますがというと、答申のとおりやるけども、聞けということ

になるんです、違う。それから、変更できないと思いますがいうて、こんな言葉言うても

ろうたら困る。町長はできると言うた、住民の意向によっては変えようという。これ以上

は言いませんけど、せっかく議会ですので、もうちょっと慎重に発言してもらわんと、や

っぱりこちらも真剣に言よんだから、言葉の一つ一つでほんまに国会じゃないけども、も

めますから、返答は要りませんけど、ぜひお願いしときます。ぜひ、そういう意味で、こ

れを下へおろしていって、教育委員会にかけて、それから住民という、その手続はやるわ

けですから、そのあたりのことを十分にお願いしておきます。答弁は結構です。 
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    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、11番渡辺議員。 

○１１番（渡辺 慧君） 私は、次の２問について質問いたしますが、最初の質問はもう

何人もの方がやられております。ほとんどもう答弁も出ておりますが、この答申によりま

すと、中学校は2013年を目標に統合し、小学校においては３校を統合、新たに校舎を建設

し、また場所を2012年度に、それをめどに決定すべきとしていると。 

 また、幼稚園は2012年以降の統合を目標に、内海保育所の一元化を含め、検討するべき

で、そういうふうに記述されておるわけですが、ここに新聞報道読みますと、目標年度が

示されましたが、この整備計画の中で、2012年度いうたら、もう本当に目の前のことであ

りますが、これをめどに建設場所というような形が載っておりますので、こういう委員会

の中で場所、こういったどこに建設しようかというような話し合いは行われたのかどう

か、ちょっとお伺いをいたします。 

 それから２番目、陸上交通の取り組みについてであります。 

 地域生活バス路線が運行されているが、近年全国的に過疎化や自家用車の普及などで、

利用者は減少傾向にあり、路線の廃止、縮小、減便などが相次いでおります。本町におい

ても、減便などで地域住民や観光客に対しましても不便を感じております。ある自治体で

は、ディマンド（要望）交通システムを取り入れ、住民に対して利便性が図られ、成果を

上げているところもあるようです。生活バス路線は利用者が少ないからといってなくすわ

けにはいきません。町においても、交通問題を懸念されておられますが、今後の対応はど

のように考えていますか。以上、お伺いをします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 11番渡辺議員のご質問にお答えいたします。 

 第１点目の学校再編につきましては、教育委員会のほうから答弁をさせます。 

 次に、第２点目の陸上交通の取り組みについてでございますが、今後の対応についてど

のように考えているのかというご質問ですが、全国的な傾向として路線バス事業は利用者

の減少によりまして、今や構造的にも不採算業種となっており、その経営は大変厳しい状

況下にあります。 

 その一方で、車を持たない人にとっては欠くことのできない重要な交通手段であること

から、バス事業者の路線バスからの徹底後におきましては、地元自治体がそれを引き継ぐ

形でコミュニティーバスなどを運行するケースが多くなっているというのが、これまでの

状況であります。しかしながら、３月上旬の新聞で、さぬき市では多額の赤字からコミュ
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ニティーバスの土日運行を減便、または廃止する方向で検討を始めたと報道がありました

ように、最近では地方交付税の大幅な減額などによりまして、自治体の財政が逼迫してお

りまして、赤字バス路線の見直しを迫られている状況にあります。 

 15番鍋谷議員のご質問でもご説明いたしましたように、小豆島におきましても他の地域

と同様、人口の減少やマイカーの普及など生活様式の変化などの影響によりまして、利用

率が年々低下しており、これまでにも路線の再編や縮小、廃止を余儀なくされてきたこと

はご承知のとおりであります。 

 このような公共交通を取り巻く状況の中で、ご質問の中で触れられましたディマンド型

交通システムという運行形態が最近注目されてきております。正式には、オン・ディマン

ド型交通システムと言われるようですが、ディマンドとは需要、また要求という意味で、

一定区域内あるいは設定されている基本路線内であればバス停を介さずに直接目的地へ行

けるなど、路線バスに比べ利用者の多様ニーズに対応しやすく、また利用がなければ運行

しなくても済むと、運営上からも効率的であるという点などがその特徴となっておりま

す。 

 具体的には、事前に電話などで予約した人の家や前もって設定されている場所を順番に

回りながら、それぞれの目的地でおろす方式の交通システムであります。また、このシス

テムはタクシーとバスの中間とも言われ、設定された区域内であればワゴン車など小型車

両を使用することにより、自宅から目的地までをドア・トウ・ドアで運ぶことも可能とな

っております。しかし、採算性や継続性などの課題も多く、それらの問題を対処しなが

ら、その地域に合った住民の生活交通の確保充実を図るべきであるとの指摘もあります。 

 町といたしましては、今後の路線バスによる住民の足の確保を考えるに当たっては、引

き続き情報の収集や分析を行うとともに、ディマンド型交通システムなど、他の地域の事

例に注目しながら、さらに調査研究を進め、地域に合った運行形態について検討を行って

まいりたいと考えております。 

 また、バス路線の維持確保は小豆島全体にかかわる重要な問題でありますので、許認可

権を有する四国運輸局、香川運輸支局を初め、県及び同じ立場にある土庄町とも協議を行

うなど、協調して今後の対策を講じてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中桐久志君） 統合校舎の建設位置についての検討協議はされたのかと

いうご質問ですけれども、今回の検討につきましては、幼・保部会、それから小学校部
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会、それから中学校部会、３つの部会に分かれての検討をお願いをいたしました。小学校

部会でもって統合校舎の建設位置についても協議を願っております。 

 具体的な検討ですけれども、町有地または町有地の一覧、それから図面を提示していろ

いろお話、協議をいただいたわけですけれども、学校用地にふさわしいまとまった町有地

がないということで、検討委員会、小学校部会ではここということの特定はいたしており

ません。答申内容につきましては、明後日議員懇談会の場で詳しく説明をさせていただき

ますけれども、小学校部会の答申の一部ですけれども、統合小学校の建設場所は現在の学

校敷地以外の候補地の選定を行い、建設すべきである。候補地については、通学距離や地

域住民の感情を考慮すると３小学校の中心部、またはその周辺地区で選定することが望ま

しいという、そういな答申はそこまでの表現にとどめられてございます。以上です。 

○議長（中村勝利君） 11番渡辺議員。 

○１１番（渡辺 慧君） 今回のこの答申が、やはり我々議会の前に新聞報道されたいう

ことで、先ほどからいろいろ意見が出ておりましたんですが、そういった面でちょっと混

乱しておるというような部分あると思います。これから、やはりもっと慎重に対応してい

ただきたいなというふうに思いますが、それで教育長、どんなでしょうか。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） 十分に慎重に行っていきたいと、そういうふうに思っておりま

す。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、12番新茶議員。 

○１２番（新茶善昭君） 少し耳をお世話なります。自分は早く言っておるつもりなんで

すけども、約倍ぐらい時間がかかっておるようですが、３つのことについてちょっとお願

いしてみます。 

 まず、１番の醤の品格という分については、バッティングしておる面が17番、16番とい

う感じで、同じことになるかと思うんですが、品格という点について辞書引っ張りました

ところ、上品なとか品があるとかいうことについては、非常に難しい面であるなと思って

おります。醤の品格というキャッチコピーの上品な広告をよく見かけますが、第３回の醤

油サミットが町内において開催されます。オリーブで非常に頑張った１年間でしたが、オ

リーブ100年祭のにぎわいを再び呼び起こし、400年の歴史を誇る島の醤油産業を全国に情

報発信されます。 

 そこで、大体返答いただいておるんですが、昨日公民館に行ってむとす館の本をちょっ
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と見てみました。すると、160項目に及び大人の品格という本を発見しました。これは非

常に難しい、上品な人間になれるなあということで自分なりに勉強させていただこうと思

います。醤油サミットについて、ちょっとお願いします。 

 ２番、ごみの減量化、資源化についてであります。 

 これは、担当なさった堀田君が頑張っておられるから、それと谷議員が頑張っておられ

るところなんですが、生ごみの40％、そのうちの80％が水分なんですって、そういうパー

センテージで言われると、大きなお金を捨てとる、金がかかっとるというように思ってお

ります。そういうわけで、循環型社会についてちょっとお願いします。 

 さきに、実施されておられるてんぷら油、私の地区では公民館のほうで改修されておら

れますが、まだはっきり軌道にはのってないようです。現在、800基に及ぶコンポストに

ついても、これはもっと頑張ったらいいなというように思います。というのは、これから

ごみの話ですが、スイカとか水の多いおミカンだとかタケノコなんかには非常にいいよう

なので、頑張ってみようと思ってます。 

 ３つ目、スポーツの力、克己と努力についてであります。 

 ２月15日は駅伝で島の選手が頑張って初優勝しました。中村君、喜んでおったです、う

れしい、大変喜ばししいことです。中学生になる君たちへということを材料に、２月12日

西村のオリーブ公園でスポーツの力ということで、ＰＤＣＡ、プラン・ドゥー・チェッ

ク・アクションということを、実技を交えて法政大学の、苗羽の先生ですけれども、実習

競技のトップアスリートであります。笠井先生が非常に私興奮する話をしていただきまし

た。次に、２月21日に、これは農協のほうで萩原智子さん、日本水泳界のかわいらしい女

の子でしたが、萩智さんで有名な彼女が含蓄のある講演をなさいました。あいさつと笑顔

ということで、コミュニケーションには欠かせないという話題で話されました。生涯教育

の積み重ねとして、子供たちにまずあいさつの重要なことをお話ししていったらいいんじ

ゃないかと、これは教育長に頼みます。以上、３点ですが、よろしくお願いします。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 12番新茶議員のご質問にお答えをいたします。 

 第３回醤油サミットにつきましては、日本の食文化の原点である醤油を共通の産物とす

る自治体及びメーカーがそれぞれの地域の歴史、文化、産業等について意見交換を図り、

共同宣言を採択するなど、今後のまちづくりに生かしていこうとするものでございまし

て、その主な取り組み内容につきましては17番浜口議員のご質問に対する答弁で申し上げ

たとおりでございます。 
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 町といたしましては、本サミットの開催を契機といたしまして、地域の住民自身が自分

たちの町の貴重な伝統産業について理解を深める機会の創出に努めるとともに、約400年

の歴史のある小豆島の醤油を全国に向けて情報発信していく好機としてまいりたいと考え

ておりますので、議員各位におかれましてもご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願

い申し上げる次第でございます。 

 ２点目のごみ減量化、資源化についてのご質問にお答えいたします。 

 家庭や事業所から出される一般廃棄物を減らすことは、私たちの生活を快適にするばか

りでなく、自然環境の保全にもつながります。現在、本町では家庭から出る生ごみにつき

ましては、燃やせるごみとしてごみ収集場所に出され、焼却処理しています。燃やせるご

みのうち、生ごみの割合は約30から40％と言われておりますが、ごみ処理の先進地であり

ます福岡県大木町や愛媛県内子町では生ごみだけを分別収集、堆肥化し、土に還元してお

ります。本町でも、21年度及び22年度の２カ年にわたり、住民の皆さんのご協力のもと、

複数のモデル地区を指定し、ごみの排出量調査を行いたいと思っております。この調査

は、ごみ収集場所から無作為に袋を取り出し、総重量、不適格品の有無、リサイクル品目

の混入状況、生ごみの占める割合などを調べ、生ごみにつきましては減量化、堆肥化を試

みる予定でございます。なお、調査結果につきましては、今後のごみ減量化に向けた施策

に反映させてまいります。 

 次のてんぷら油など食用油の回収状況はどれぐらいか、町で補助しているコンポストの

普及を一層奨励してはどうかとのご質問でございますが、これにつきましては後ほど担当

課長から説明、答弁をさせます。 

 ３点目のスポーツ力についてのご質問は、教育長が答弁をいたします。 

○議長（中村勝利君） 教育長。 

○教育長（明田雄君） 12番新茶議員のご質問にお答えをいたします。 

 本町の社会体育につきましては、子供からお年寄りまで各年代層に適した事業を、また

各年代間の交流を図るためのさまざまな事業を展開しております。その中でも、小豆島駅

伝競走大会はことしで第50回を数え、全国の駅伝大会の中でも有数の伝統のある大会とな

っております。先ほど話されましたように、この大会で小豆島地区、毎回優秀な成績をお

さめ、今回は待望の初優勝が果たせたと、非常に喜んでおるところでございます。 

 さて、先日本町のより一層のスポーツ振興を図るために、もとオリンピック競泳選手の

萩原智子さん、萩智さんという言葉で呼んでましたけれども、萩原智子さん、また私ほう

が主催ではございませんでしたけれども、ライオンズクラブ主催で元オリンピック陸上コ



-  - 65

ーチの笠井淳さんを招いての講演会が開催されました。世界のスポーツ界を知るお二人の

話の中で、コミュニケーションに必要なあいさつと笑顔の大切さを語られておりました。 

 本町におきましても、学校での部活動やクラブ活動、さらにスポーツ少年団などにおい

て子供たちに対してスポーツの振興を推進しているわけですが、技術、体力の向上のみだ

けでなく、講演会で語られた努力であるとかおのれにかつ克己、また協調性などスポーツ

により得られるさまざまな力を青少年の健全育成の面からも活用していく必要があると感

じております。 

 ご質問にありますあいさつの大切さですが、あいさつはコミュニケーションの基本であ

り、安全・安心なまちづくりの上からも非常に大切なことであり、家庭や学校、地域での

あいさつ運動を推進していく必要があろうかと思います。 

 今後、学校教育や社会教育の各教育分野におきましても、あいさつ運動を推進し、地域

のコミュニケーションづくり、いわゆる地域の教育力の向上を目指してまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（堀田俊二君） 12番新茶議員のご質問にお答えをいたします。 

 ２点目の食用廃油の利用についてでございますが、調理で使われたてんぷら油などの植

物油を精製し、トラックなどのディーゼル燃料として再び使用するＢＤＦ、バイオディー

ゼルフュエルですが、これまでの化石燃料である軽油より環境に優しいと全国各地で普及

をいたしております。 

 本町では、これまで食用廃油を特に回収をしておりませんでしたので、各ご家庭で食用

廃油を固形化したり、古新聞に含ませて燃やせるごみに出したり、あるいはそのまま台所

の流しから排水するなどの方法により、処理されていることと思いますが、本町が家庭系

一般廃棄物の収集運搬を委託をしております株式会社小豆島クリーンサービスでは、平成

19年から町内の32の事業所と３つの自治会、町外の６事業所から自主的に食用廃油を回収

し、バイオディーゼル燃料化を行い、ごみ収集車両の燃料にも使用をいたしております。

平成19年は９カ月回収し約3.6トン、平成20年度は８トンほど回収をいたしております。 

 このたび、株式会社小豆島クリーンサービスから、回収する対象を町内の各家庭にも広

げ、そのための回収場所は各地区の公民館などとし、食用廃油を有効に利用したいとの申

し出がございました。各ご家庭で集められた食用廃油が回収され、車両の燃料として再利

用されますと、これまで固形化したり、古新聞に含ませて出されていたごみが減り、また

合併処理浄化槽の機能も安定し、河川や海の水もきれいになりますので、本町にとっても
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プラスになる部分が多くございます。町広報、チラシで町内への周知を図っているところ

でございます。 

 次に、生ごみを可能な範囲で家庭で処理いただくため、旧の内海町では平成８年から、

旧の池田町では平成10年から生ごみ処理機や堆肥化容器でありますコンポストの購入費用

に対しまして、補助金を支給しております。そのうち、コンポストにつきましては、平成

19年度末で809基に補助をいたしております。ここ３年間の補助の状況は、17年度が１

基、18年度が４基、19年度が２基という実績でございます。もっと補助制度をご活用いた

だきたいところではございますが、コンポストは主に畑に設置するものでございます。生

ごみを畑へ持っていき、堆肥にされておられる皆さんにはある程度行き渡ったのではない

かと思われます。しかしながら、今後新たに畑をつくられる方もおられることと思います

ので、引き続き広報による周知を行ってまいります。 

 なお、家庭用の生ごみ処理機でございますが、これまで最大で１基当たり１万５千円の

補助でございましたけれども、平成21年度からは補助金を５千円上げまして、最大で１基

当たり２万円の補助といたしますので、こちらのほうもご活用いただくようお願いし、答

弁といたします。 

○議長（中村勝利君） 12番新茶議員。 

○１２番（新茶善昭君） お話聞いておりましたら、私自身が希望してるようにやってく

れて、本当にうれしいです。保険の面については、非常に範囲が広くってお金がたくさん

要るなあ、１人当たり２万55円でしたか、要るという計算立っておるようですが、ここも

何とか知恵を絞って頑張っていかないかんなあというように思います。 

 最後になりますけれども、スポーツの力ということで、社会教育の点についてありまし

たが、これは私たち、萩原智子さんがおっしゃいましたが、それは笑顔は伝染病であると

いうように本に書いています。笑顔は伝染病だから、うつったら大変なんだから、全部う

つしてもらっていいわけで、そうなってきて笑顔の親善大使をみんなに任命するというこ

とで、親善大使いうことを言うたように思うんです、一番最後に、それについては最後に

萩智さんが言うたら、今度ひょっとしたらエントリーして泳ぐとも最後に言ってました

が、小豆島が応援しまして、小豆島の応援団になっていただくように教育委員会のほうか

らまた次から次とお願いしていってもらえたらと思います。どうも済いません、ありがと

うございました。 

○議長（中村勝利君） 暫時休憩します。再開は３時35分。 

            休憩 午後３時23分 
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            再開 午後３時34分 

○議長（中村勝利君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 10番植松議員。 

○１０番（植松勝太郎君） 私は、４点お伺いしたいと思います。 

 １点目、瀬戸・高松広域定住自立圏が国の指定を受けたが。 

 瀬戸・高松広域定住自立圏が国の指定を受け、50万人都市を目指すことから、土庄、岡

田町長の合併後退論につながったのではないでしょうか。小豆島町としても、道州制とと

もに今後の動きを考える必要があるのではないですか。 

 ２点目、次世代育成支援は未婚男女の出会い事業が先決ではないかということです。 

 30代、40代を含め、未婚の男女の出会い事業こそ、これが次世代育成支援の中心に置く

べきで、将来の島の活力の源であると考えるが、どのように受けとめていますか。 

 ３点目、バイオマスタウンの早期実現へ。 

 食料産業クラスター事業で本場の本物など実績を上げきているが、秋からの大不況、食

品産業の廃棄物や家庭の生ごみ、し尿や処理汚泥等を再資源化し、有価物に変えるバイオ

マスタウン実現へ鋭意取り組んでいただきたい。 

 ４、公共交通の充実には土庄町と一体になれと。 

 昨年、原油の大幅上昇で島のフェリー会社は値上げや減便が相次いだ。それに対応すべ

き努力がなされたことも新聞等で報道されたが、成果が出ていないのではないですか。島

全体のことであるので、土庄町とも一体となり、取り組まなければ無駄足を踏むことにな

り、国や県にも十分伝わらないのではないですか。原油が値下がりしたが、運賃や時間も

改善のないままでは島民にどう説明できるのか、高速道路は先週から大幅値下げでありま

す。島に観光客が来なくなるようなことはないでしょうか。以上です。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 10番植松議員のご質問にお答えをいたします。 

 地方自治にとりまして、今日の状況はよく明治維新、終戦直後に続く第３の変革時期と

して位置づけられております。地方分権という国と地方の役割分担の見直しにつきまして

は、住民に身近な基礎自治体が仕事をする、地域のことは地域の自己責任において決めて

いくという方向になっております。ゆえに、大きな流れの中で平成の大合併は住民に身近

なものを処理できる自治体の規模を確保していこうとするものであったと思います。 

 一方で、地方自治制度につきまして、さらに議論が進んでおります。道州制についても
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さまざまな議論がされておりますし、この三重構造をより簡素化するため、国と基礎自治

体の二重構造にするなど、各政党や個々の政治家、学者からさまざまな意見が出されてお

ります。これらの先には、さらなる市町村合併の圧力が増してくることも予想されるとこ

ろであります。それは、行政サービスの提供者としての地方自治体が現在の住民ニーズに

こたえることができる総合行政主体となるためには、少なからぬ規模の対象人口、少なか

らぬ種類の及び数の専門職員、少なからぬ規模の財源を確保しなければならないからであ

ります。 

 しかしながら、このような流れに異を唱える人もおります。平成の大合併に行われた三

位一体の改革は、夢を持ち新たな船出を使用とする新しい自治体の意欲に水を差すもので

ありましたし、経済構造での規制緩和は地方の疲弊を増長し、都市と地方の格差をさらに

広げてまいりました。そのような中で、瀬戸・高松自立定住圏構想がありますが、高松市

からは合併を目指すものではないとの話でありましたが、この構想自体の国の地方自治に

対する思惑が全くないとは言えないと考えております。ただし、土庄町長が合併論議から

後退したのは、この構想が出る前であったと思っております。 

 私自身といたしましては、小豆島が大きな枠組みに入ることにためらいがあります。こ

れだけの素材を持った地域であります。そこに住む住民の手で活力のある、住むことに喜

びを感じていける町にしていくことが住民の幸せにもつながるものではないかと考えてお

ります。しかしながら、地方自治を取り巻く状況は刻一刻と変化しておりまして、今回の

自立定住圏構想の今後の成果や道州制など、論議について十分に分析、研究をする必要を

感じておりますとともに、他の自治体との意見交換も進めていきたいと思っております。 

 次に、未婚男女の出会い事業についてのお答えをいたします。 

 少子化の大きな要因の一つに晩婚化や非婚化、結婚しないということです、非婚化があ

ると言われております。島の将来を考えたときに、小豆島町でも晩婚や非婚の解消が大き

な課題となっております。このことから、小豆島町では結婚の意欲はあっても出会いの機

会が少ない独身男女に対しまして、平成20年度からスイートハート事業、出会いの輪創出

事業を実施しております。この事業の進展などにつきましては、担当課長から後ほど答弁

をさせます。 

 ３点目のバイオマスタウンについてのお答えをいたします。 

 本町の基幹産業である食品製造業から排出される醤油圧搾かす、余剰汚泥、アミノ酸か

す、生ごみなどの廃棄物は大部分が利用されずに産業廃棄物として島の内外で焼却処理や

埋立処分がなされております。また、一般廃棄物として町が収集、運搬、処理をいたして
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おります家庭から出る生ごみは小豆島クリーンセンターで焼却処理、生し尿や浄化槽汚泥

は２カ所の処理場で廃棄物として処理いたしております。これらの処理は、多額の経費を

要しておりますが、バイオマスとして有効利用が図られることはこれまでも答弁をいたし

ましたとおり、私の十分に認識をいたしております。 

 バイオマスタウンは、地域において広く地域の関係者が連携し、バイオマスの発生から

利用まで効率的なプロセスで結ばれた総合的な利用システムが構築され、安定的かつ適正

なバイオマス利用が行われているか、あるいは今後行われることが見込まれる地域と定義

されております。簡単に申し上げますと、その地域のバイオマスを賢くフル活用していこ

うとする町となります。 

 先ほど申し上げましたほかにも、町内で農業関係ではオリーブ、ミカン等の剪定材、オ

リーブオイルの搾りかす、家畜の排せつ物、食品産業では食品残渣等のさまざまなバイオ

マスがございます。これらを貴重な資源として効率よく地域のために使えないかと考える

のは私だけではないと思っております。国においても、化石資源の使い捨て日本から太陽

の恵みで生産されたバイオマス資源を活用する社会に転換していくため、バイオマス日本

総合戦略が閣議決定され、平成16年８月からは全国の市町村から地域のバイオマスを効率

的かつ総合的に利用するためのバイオマスタウン構想の募集が開始され、これまでに

163の市町村が認定を受けております。このバイオマスタウン構想につきましては、地域

における総合的な計画となりますので、構想を作成するために多くの関係者の間で現状を

認識し、話し合うことが重要となります。幅広く関係者が参加することで、より総合的で

効率的なバイオマスの利用が可能となり、バイオマス資源の確保、資源収集の協力、副産

物の利用等に対する解決策の選択肢が広がってまいります。 

 また、地域の関係者がなぜそれに取り組むのかという認識をきちんと持っておくことも

重要であります。地域の活性化につながることが鮮明であれば取り組みも進みやすくな

り、活動が地域全体に広がっていくことになると考えております。 

 現在、役場職員による小豆島まちづくり総合プロジェクトで、バイオマス賦存量の調査

を行うとともに、21年度からはし尿処理場みさき園の更新構想にも着手するよう担当課に

は指示をいたしております。この中でも、バイオマスも含め、検討いたしてまいりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。 

 次に、公共交通の質問にお答えをいたします。 

 さきの14番鍋谷議員及び11番渡辺議員のご質問の中で、陸上交通問題を中心に答申申し

上げましたが、海上交通におきましても陸上交通と同様、人口の減少により年々利用客が
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減少しており、昨年の燃料の高騰を引き金として小豆島だけでなく、全国各地で航路の廃

止や減便、運賃の値上げが相次いでおります。 

 本町といたしましては、こうした状況への対応を図るため、議会のご協力をいただきな

がら、あらゆる機会をとらえ、直接または間接的に国や県に対して新たな支援策を講じる

よう要望してまいりました。これに加え、許認可権を有する四国運輸局を訪ね、減便や運

賃値上げの問題についても慎重な取り扱いを行うよう申し入れを行ってまいりました。さ

らに、燃料の値上がりが顕著となったことし１月には、副議長を初め議会の皆さんと一緒

に四国運輸局を訪ね、運賃の値下げ及び減便航路の復活を指導するよう強く要望したとこ

ろであります。 

 その後、運賃の値下げ等には至っておりませんが、後ほど担当課長からこれらについ

て、要望活動等説明をさせます。よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（棟保 博君） 10番植松議員のご質問にお答えをいたします。 

 出会いの輪創出事業につきましては、昨年３月の一般質問でもご説明をいたしておりま

すが、再度この事業の内容を申し上げますと、未婚者の多い小豆島町の独身男女の出会い

を促進するため、男女の交流の場を設ける、まずは集まることから初め、輪を創出してい

こうとするものであります。 

 具体的には、対象となる独身男女で組織をつくり、計画、実行をみずから手がけていこ

うとするものであります。20年度につきましては、核となる組織として昨年６月に商工会

青年部、町の職員などから成る男女12名のメンバーによるきっかけつくり隊という組織を

結成をいたしまして、以後11回にわたって交流方法や場所、日程等について打合会を行

い、ことしの２月に初めて交流会を開催したところでございます。 

 交流会には、男性20名、女性25名が参加をいたしまして、ゲームやなべパーティーで交

流を図っております。参加者によるアンケートでは、今回の交流会については大変よかっ

たと、次回も参加したいというような、アンケートで80％を超えております。おおむね好

評だったのではないかと思っております。 

 21年度につきましては、この出会いの輪創出事業は形式的な男女の交流だけでなく、継

続的な交流を行うことにより、男女のカップルが誕生する確率を高めていこうとするもの

でありますことから、このきっかけつくり隊の活動を継続して、独身男女による出会いの

輪づくりを推進していきたいと思っております。 

 また、社会福祉協議会が実施をいたしております男女の交流事業につきましても、一昨
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年はカニツアーを、また昨年は高松市のホテルクレメントにおいて、独身男女の交流事業

を開催しております。21年度におきましても、同様の事業を引き続き実施する予定であり

ます。 

 ただ、これらの事業につきましては、あくまでも独身男女である当人が参加しようとい

う意思を持った上で、みずから判断して行動していくことを基本としておりますので、成

人男女の自由意思まで行政が責任を負うことはできないと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

 ご質問の未婚男女の出会い事業こそが次世代育成支援の中心に置くべきだとのことでご

ざいますが、21年度で計画見直しを予定をしております次世代育成支援行動計画につきま

しては、次世代育成支援対策推進法第８条において、地域における子育ての支援、母性並

びに乳児及び幼児の健康の確保、及び増進、子供の心身の健やかな成長に資する教育環境

の整備、子供を育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の整備の確保、職業

生活と家庭生活との両立の推進を図るために、市町村行動計画を作成するものとされてお

ります。 

 このことから、次世代育成支援行動計画では、次代を担う子供が健やかに生まれ、かつ

育成される社会の形成に資することを目的に、主に子育てを中心とした計画を作成するこ

ととされており、未婚男女の出会い事業については重要であることは認識はしております

が、計画の中心に据えることは難しいものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） 10番植松議員のご質問にお答えをいたします。 

 ご指摘の航路問題について、小豆島全体の問題であるので、立場を同じくする土庄町と

一体になって取り組むべきではないのかとのご質問でありますが、航路問題に関しまして

は、発着港の所在市町村が異なるとの理由で運輸局や航路事業者が航路の所在町だけに情

報を提供した経緯もあったことから、小豆島町、土庄町がそれぞれ個別に運輸局や県を訪

ね、要望や意見を申し上げてきたことはご承知のとおりでございます。 

 この件につきましては、運輸局や航路業者、さらに県に対しても同じ小豆島に発着する

航路については、町域に関係なく全島民が利用する生活航路であるので、両町に対して説

明を行うよう、また小豆島だけでなく、一方の発着港である高松市に対しても情報を提供

するよう、強く要望してきたところでございます。 

 今後におきましては、ご指摘にありましたように、本町と土庄町で情報を共有し、協力
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してこれらの問題に対処していく考えであります。 

 また、海上交通問題に限らず、路線バスにおける陸上交通問題につきましても、今後同

じ立場にある両町が協力して対処していくということで一致しておりますので、ご理解を

願いたいと思います。 

 次に、今般の国の２次補正による高速道路料金の値下げが島への観光客の減を招く要因

になるのではとのご質問でございますが、このような国の施策に起因して懸念される事態

が想定されるということから、１月に運輸局を訪ねた際、さきに説明いたしました運賃値

下げとあわせ、航路への国の助成等により、運賃の値下げにつながる新たな対策を講じる

よう意見書を提出したところでございます。今月の30日には、県議会議員と２町の町長、

議長とで国土交通省へ要望に行くと聞いております。 

 国におきましても、最近の航路の廃止や減便が相次いでいることを重視し、その対応を

図るため、離島航路補助制度改善検討会を設置するなど新たな動きが出てきておりますの

で、その協議内容や今後の動向を注視するとともに、具体的支援措置が講じられるよう期

待しておるところでございます。 

 さらに、海上交通の確保策や運賃問題につきましては、平成21年度から本格的に取り組

みを予定しております瀬戸・高松広域定住自立圏構想の中でも効果的な事業を取り込める

よう図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（中村勝利君） 10番植松議員。 

○１０番（植松勝太郎君） 回答をいただきました。町長の考え方というのが、これは高

松・瀬戸広域定住圏という部分で、話はあるけれども実際は無理だろうというふうな答え

だと思うんです。ということは、じゃあ土庄はひょっとしたらそっち行くかもわからんで

と、小豆島町だけでやっていけるんかというふうなことにもなっていくわね。だから、そ

ういうところの今後の見通しが、思いだけでなしに実際にこんだけ、こういうふうな形で

きるかというふうな数字的な部分を示せるような部分を今後つくっていかないかんです

ね、これ、そうなると、企画やとか総務やとかいう部分から始まってね。それぜひやって

もらいたいなと思います。 

 それから、支援事業では子供の育成というんがもう主力になって、これ男女の出会いが

というのと少し違うぞと、意味合いが違うぞというふうな説明であったというふうに私は

思いますが、しかし男女の出会いがあって子供ができなんだら、子供を育成する、どない

するいうてもできん話であって、幼稚園や小学校や中学校が今統合せんといかんというふ



-  - 73

うな話の中の大きな大本のことやと私は思っております。ですから、これにしつこく言う

ておるわけなんで、これはぜひ各地域によって多少の温度差があると思うんで、この地域

として小豆島町としてどう取り組むんだということをやってもらいたいと、そういうに思

います。 

 それから、４番目の運賃の問題、観光客の問題ですが、本当に千円になったら東京湾の

アクアライン、人がおるところ、今までの何倍もの人が出てきたというふうなことはテレ

ビでやってました。ですから、小豆島やって、これ先ほどの答弁にもありましたように、

運賃が安く本当になれば、千円になれば、人がもっとどっと出てくるんやないかと。その

努力をぜひ今度30日に陳情に行かれるときには、町長を初め声を大にして、ここの国土交

通省の金子大臣が道路と一体整備でやりますよというふうなこういう官報を出しておりま

すが、これを実現できるように実のある陳情にしていただきたいと私は思います。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 第１番目の定住圏につきまして、これからいろいろと相談がある

わけですが、隣の土庄町と小豆島町、我々の町と、いずれにしても島は一つという考え方

から見ると、別々の行動をするというのは無理だと、こう思います。しかし、今のところ

それぞれの考え方、ある程度の間隔が、距離があると思います。そういうことにつきまし

ては、将来小豆島としてどうするかということにつきまして、踏み込んだ協議もしなけれ

ばならないし、決断もしなければならない時期がいつかは来ると、こう思っております。

小豆島が生きていくために何を選ぶか、どういう形で進んでいくかということについて、

皆さんと十分いろいろ選択をしていかないかんということになりますので、よろしくお願

いいたしたいと、かように思います。 

 それから、男女の出会いがないと、これもう小豆島は沈没してしまう、若い者がおらん

ようになるんでは、何ぼ立派な話しても、これから後引き継いでいく、つないでいく、小

豆島を引っ張っていく若者がおらんということではどうにもなりません。これは、もうど

ことも過疎化しているとこは皆そういう課題があると思いますが、これ以上減ったらどう

なるかと、町の組織もやっていけんやないかというようなことにも成りかねんわけでござ

いまして、これらについてもっと踏み込んだ施策をやらなんだら、ただ若い者を会わすだ

けではいかんように思いますが、今のところ非常に慎重な形でこれに対処しておると、こ

う思っております。これは、我々小豆島町だけじゃなくて、地方はみんなそうだと思いま

すが、子供をたくさんつくったとこが力がついてくる、間違いないとこう思います。 

 それから、海上運賃、陸上運賃、海上運賃のこれらにつきまして、陳情に参るわけです
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が、30日の日に黒島県議と、それから土庄町長、私、それから両議長と、金子大臣の副大

臣のとこへ面会を申し込んでおります。そして、副大臣は当日は留守かもわかりませんけ

ど、秘書を通して大体内容はもう既に行っておりますが、それらについて具体的に答えを

聞きたいと、こういうような気持ちで積極的に迫っていきたいと思います。それらにつき

ましては、この前にも森議員からも話がありましたが、隠岐の島の細田国会議員にもお話

を東京行ったときはしようと、こう思っております。そういうことで、佐渡島、隠岐の

島、そういうとこは一緒になってやらないかんと、こう思っております。 

○議長（中村勝利君） 10番植松議員。 

○１０番（植松勝太郎君） もう一点、一つだけ重要だと思いますんで、もう一遍町長の

考え方を聞きたいと思います。 

 先ほど、島は一つという部分で、確かに今までの部分の話の中では、小豆島町、土庄町

がという、もともとは内海、池田、土庄が一つになるために池田というところを合併協議

会で、それが実際はなかったという話になってきて、今度定住圏構想で、じゃあどうなる

んだと、土庄はどうなるんだいう話です。こちらのほうの小豆島町は、じゃあ生きてい

く、町長は今のところこうやったけども、じゃあ池田でいいのかという話にもつながって

くると思う。 

 それから、これは僕は岡田町長が合併はもうないでっせという話をしたというのは、こ

の定住圏構想をして構想を前提に考えて、支所を確保しようというふうな思惑であるんじ

ゃないかなと私は思ったんですが、そこだけいかがですか。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） 岡田町長が、合併はまだ当分、今のところ合併は考えてないと、

こういうな議会答弁…… 

（10番植松勝太郎君「今任期中は」と呼ぶ） 

 今任期中はないというんか、そういうことを言われたというのは、この定住圏構想の前

であります。 

（10番植松勝太郎君「これはもう早うから出てまっせ」と呼ぶ） 

 しかし、具体的には出てきてなかったです。 

 それで、これから定住圏構想で、いずれにしても集まります。各町の町長の皆それぞれ

意見が出ると思いますが、合併することは賛成でないのは最初から決まっとるように言う

町長さんは、１つの町の町長おります。私にも、わしは賛成せんねやと。相談乗るけど

も、一緒になることはもう最初からいかんねんと、こういうなとこもありますので、まだ
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皆さんどういう話が出るか、どんな考え方か探りの状態だと、こう思っております。 

 それで、それらにつきまして、また皆さんには逐次相談をしていきたいと、こう思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村勝利君） 次、１番秋長議員。 

○１番（秋長正幸君） 私は、２点の件につきましてご質問をさせていただきます。 

 本庁舎の位置ということでございまして、合併後３年が経過いたしました。合併協定項

目では、当分の間は旧池田庁舎を仮事務所にするということでスタートしております。合

併後、何度か一般質問で答弁は伺っておりますが、特別委員会も議会で設置し、検討して

います。財政が厳しい中、一層の義務的経費や経常経費の削減に取り組む必要がございま

す。将来を見据えた健全財政では庁舎のあり方は大変重要な問題でございます。既に、分

庁舎方式から本庁舎方式への転換は特別委員会では決定しております。今後、決めなけれ

ばならない本庁舎の位置について、町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 続きまして、農業振興につきましてですが、高齢化による後継者の不足などで荒廃農地

は大変増加しております。認定農業者や担い手農業者へ土地の集積が大変大きな課題でご

ざいます。坂下町長、旧内海町時代からの就任以来、オリーブ振興によって県下ではまれ

に見る解消が図られております。私の知る範囲では、旧内海町時代から約35町歩の面積が

オリーブ耕作農地ということで利用されて、大いに評価をしたいと思います。今後、より

一層の解消に向けた新たな取り組みについては考えているか、お伺いをしたいと思いま

す。 

 また、他の地区からの新規就農者、また移住者も島内受け入れておりますが、支援する

具体的な方策等々については考えておるか、お伺いをしたいと思います。 

 また、オリーブ振興への取り組みについて、従来と同様の内容でございますが、何か新

しい施策は必要でないかと思うんですが、その考えについてお伺いをいたします。以上で

す。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） １番秋長議員のご質問にお答えをいたします。 

 平成19年度の施政方針におきまして、行政運営に当たり分庁舎方式の弊害が顕著になっ

てきたことから、本庁舎方式への転換を視野に入れ、庁舎のあり方についての検討に着手

したいとの考え方をお示しいたしました。それ以降、役場内部で検討を進め、設置された

議会の庁舎問題特別委員会で協議をいただき、本庁舎方式への移行につきましては、一定
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のご理解をちょうだいできたと考えております。 

 秋長議員のご質問は、本庁舎の位置についてどのように考え、どう取り組んでいくのか

とのことであろうかと存じます。無論、合併協定の中には将来の事務所に関しましては、

新町において検討するとの項目がございます。このことから、住民の皆さん、特に住民自

治の中でその代表者として民意を具現化する立場に立たされている議員の皆さんと、同じ

使命をいただいております我々執行部がともどもに十分な研究、検討をして協議を深め、

一定の方向を出さなければならないと考えております。 

 私といたしましては、これまで議会で一貫して答弁をいたしておりますとおり、島は一

つという理念を持ち続けたいと思います。島であるという特殊性は、そこで住む者からい

たしますと運命共同体であり、同じ課題を持ち、活性化の方向も共有しなければなりませ

ん。そのためには、島内で役割を分担し、補完しながら島としての均衡ある発展を図って

いかなければならないと考えております。その点から、旧３町の真ん中である池田地区に

小豆島町の行政拠点を置くことが適当であると考えております。 

 このことにつきましては、今後も十分な議論をいただきたいと存じますので、何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、農業振興についてのご質問にお答えいたします。 

 全国的に地方において過疎化の進行、農業従事者の減少や高齢化、農業労働力の他産業

への流出による担い手不足などによりまして、遊休農地や荒廃農地が増加し、食料生産の

場のみならず、農地の持つ国土保全や環境保全など多面的機能が損なわれ、憂慮する状況

が続いております。 

 国際的に食料事情が不安定化する一方、国においては今後とも農地面積の減少が見込ま

れる中で、国民へ食料の安定供給を図るため、優良農地を確保するとともに、およそ埼玉

県に匹敵する38万ヘクタールの耕作放棄地を解消することが不可欠であるとしています。 

 しかしながら、耕作放棄地の現状は耕作条件などにより異なっていることから、地域の

状況に応じた対策を講じることが重要であります。平成19年11月に農水省から出された農

地政策の展開方向についてによれば、耕作放棄地について地域の現状に応じたきめ細やか

な対策を実施することにより、５年後をめどにその解消を目指すことを位置づけ、耕作放

棄地の現状は地域によりさまざまであることから、その状況を的確に把握し、農地、非農

地に振り分けるよう指導がありました。 

 これを受けて、本町では農業委員会が耕作放棄地の全体調査を平成20年に実施し、１筆

ごとの状況を把握したところであります。残念ながら、膨大な耕作放棄地があることか
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ら、集計作業に多くの時間を要しており、現在も集計中であり、結果は出ておりません。

この全体調査結果を踏まえ、今後解消方策、また解消計画につきましては、国の指導によ

り関係機関、団体で組織される耕作放棄地解消対策協議会で検討していくことになってお

り、本町においても担い手協議会で検討した結果、耕作放棄地解消対策協議会を組織する

ことを決めております。 

 なお、耕作放棄地解消については、優良農地として守っていく農地を担い手へ情報提供

し、担い手の借入意向も聞き、認定農業者を初め特定法人等への貸し付けを図り、町オリ

ーブ植栽推進事業とも連携し、遊休荒廃農地対策を進めたい考えを基本に策定したいと考

えております。 

 また、担い手へ農地集積を進めていくため、担い手の育成確保が急がれる観点から、農

業関係機関、団体で構成している小豆島町担い手育成支援協議会では、国の交付金を取り

入れ、アクションサポート事業に取り組んでおり、担い手の育成確保を最重要課題として

いるところであります。 

 さらには、中山間地域直接支払制度や農地・水・環境保全向上対策などの有利な補助事

業に取り組み、関係機関連携のもとに遊休荒廃農地対策に努めたいと考えております。 

 次に、オリーブ振興について、今後どのような施策を考えているかとのご質問にお答え

します。 

 秋長議員もご承知のとおり、オリーブ振興につきましては旧内海町は平成10年度から、

旧池田町は平成13年度から、それぞれオリーブ苗木の配布から始まって、荒廃農地の再整

備、平成15年度のオリーブ振興特区の認定、さらに平成17年には株式会社によるリース方

式への全国展開を受け、オリーブ栽培面積は順調に増加し、最盛期130ヘクタールの２分

の１以上に回復しております。一方、収穫量につきましては、農協への出荷量が平成20年

には約52トン、それに特定法人などや生産農家の個人消費分らを合わせると約150トン程

度と推測されます。 

 しかしながら、まだ十分とは言えない状況であり、今後も継続してオリーブ栽培面積の

拡大に向けた施策を推し進めるとともに、収穫量の増産及び良品質な果実生産の安定確保

が最も重要な課題となっております。 

 収穫量の安定確保については、従来から栽培者に対し管理講習会などを開催し、徐々に

ではございますが、栽培技術は向上している者の、栽培面積に対して収穫量が追いついて

いないのが現状であります。今後は、栽培管理で最も重要な部分である整枝、剪定などに

対する栽培指導者の育成とともに、今後生産量が急速に増加することが予測される中、収
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穫作業を支援する収穫応援隊なるものを小豆島町シルバー人材センターなどに組織体制の

整備を依頼しております。 

 また一方では、昨年に引き続き、生産農家を対象にオリーブ園地品評会やオリーブに関

する知識を取得するなど広く一般に図るため、オリーブ検定を実施する予定であります。

さらに、収穫量の増加に伴い搾油機の整備をオリーブ公園内で行うことといたしておりま

す。 

 いずれにいたしましても、従来からある補助事業などを十分に活用しながら、栽培地の

確保、収穫量の増産、生産者の確保などに取り組むことがオリーブの産地化につながるも

のと思っています。今後とも、栽培農家や加工業者各位のご意見も十分お聞きしながら、

また各関係機関とも十分に連携をとりながら、栽培農家の方が安心してオリーブ栽培に取

り組めるよう体制の整備やルールづくりを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） １番秋長議員。 

○１番（秋長正幸君） 庁舎については、町長ずっと一般質問、今までの経過をお聞かせ

願っても全然ぶれがないというふうに今の段階では思っております。 

 ただ、先ほど植松議員のほうからも、広域定住自立圏の件、それから従来から言われて

おります道州制等々についての問題等々踏まえたときに、現実には今の段階ではもう土庄

町との合併はなかなか見込めない、そういうところを見越したときにも、今の従来から言

われております均衡ある従来の地域の発展と、それから島は一つだという考えについては

ぶれはございませんか、これを１点。 

 それからあと、農業振興についての件でございますが、耕作放棄地の解消対策協議会が

新たに設置せられ、これは担い手の支援協議会の中での同一メンバーというふうに聞いて

おりますが、いろいろな国、県等の施策が出るように感じておりますし、また出なければ

いけない事業だと思っております。そういうところを、今農業委員会ではパトロールを

し、現実の把握に努め、今１筆ごとの図面に落としてるというふうに聞いておりますが、

特にこの小豆島町の実情に合った展開がぜひ必要でないかと、こういうふうに思っており

ます。 

 そういう中で、新規の移住者、これが昨年では聞いてるところによりますと、たしか７

名でしたか、それから新規に町内で新たに農業を取り組んでる方が４名ないし５名、十

二、三おるわけです。こういう方の今後の育成、ぜひ必要でないかと私は思っております

し、そういう中で、荒れ地対策とともに一つの考え方でございますが、認定農業者は今現
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在29名、そして担い手が旧の両町で185名というふうに、ここへ農地を集積するというこ

とでずっと進んでおりまして、その中でやはり農地の貸し借りのとき、今利用権の設定と

いうのをやっております。これは農地法とは直接ではないですが、農用地利用増進法の中

での利用権の設定、そのときに従来から賃借料という額が３千円から１万円、旧内海町で

は１万円いうのが結構あったと思うんですが、そういう面の助成も一つの考え方ではない

かと。例えば、今オリーブ苗木の助成を４分の３しております。この金額、ことしの予算

でも700万円程度設けております。例えば、５千円でありますと10年貸借をしますと２万

５千円です。これ10町いきますと、250万円、本当にそういうことで農地の荒れ地対策で

きるなら、一つの起爆剤にはなりはしないかということを申し上げたいと思います。 

 それからあと、オリーブ振興の中で従来とほとんど変わりないというのは、今言った苗

木の助成なり、それから荒廃地の抜根整地やっとります。それから、あとは従来から取り

入れておりますが、昨年のオリーブ100年とともに園地の品評会とか検定とか、こういう

ものも一つは大事だと思うんですが、私としてちょっとこう３つ、４つ提案をしておきた

いと思いますが、ここまでオリーブが振興してきたら、農家は今後の自分たちの安全なシ

ステムづくりを願いたいと、このものは何かといいますと、私の経験からいきますと、農

業災害が必ず起きてきます、自然災害。これは、もう台風はここ二、三年来ておりません

が、ここまで面積がふえたときには、農業共済制度いうのがございます。今現在、国では

稲とか果樹とか、この地元ではビニールハウスの被害とかこういう面での対応は農業共済

制度でございますが、オリーブに対してのより一歩進んだ加入への努力はできないものか

なというのが１点と、それから農家サイドから見てみますと、価格の安定、これがやはり

一番だと思っております。これに対して、私も思うことでございますが、安定基金制度、

こういなものも考えられないのかなということを研究していただきたいなと、そういうこ

とが２つほどございまして、あと農業の中でオリーブ栽培に携わってる方、常々思ってお

りますが、３点セットいうて、道がなけりゃいかんと、それから水が欲しいと、それから

やはりおてんとうさん、光がなけりゃいかんと。その中で、従来の池田地区におきまして

は、畑かん施設が十分に整っておりますが、旧来の内海地区では畑地関係のかんがい施設

いうのは、もうほとんどない、皆無に近いということで、こういう事業についての取り組

みが１つずつできないものかなという一つの考えはございます。ただ、水田等々について

は、今中山間事業でパイプライン事業やっております。これを一歩進めた中が、将来に安

定した生産であり、また安心しての生産活動ができるんじゃないかという思いがございま

して、それについてのちょっと何か考え方があれば答弁をいただきたいと思います。以上
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です。 

○議長（中村勝利君） 町長。 

○町長（坂下一朗君） たくさん言われたんで、ちょっとわからんようになってきたです

が、足らんとこは、また副町長なり担当にやってもらいます。 

 オリーブがオリーブ振興によってかなりオリーブの業者がふえてきた、また新しい移住

者を含めて新しいオリーブの生産業者もふえてきたと、こういうことで、そこで今後の考

え方として、町の助成を考えられんかというふうなこと、それから共済、災害が起きたと

きに安全の、そのときに何とか立ち上がる力を残しとくために、共済制度をつくってはど

うかとそういうこと、オリーブ栽培をこれからまだまだ伸ばしていくという中で、安心し

て将来向かって努力していけると、もし何かがあっても何とかそこは乗り切れるような制

度をつくりたいと、こういうことでありますが、それらにつきましては、一つ一つ前向き

に検討して希望を持ってオリーブ栽培できるようにしていかなければならないと、こう思

っております。あと、足らざるところは副町長なり、担当課長お願いします。 

 庁舎の問題、土庄と合併がなくてもここの場所を庁舎として置くのかという考え方があ

るのかと、こういうことでありますが、私は３町合併の協議会をつくりまして、３町でず

うっと皆さん検討してまいりました。これは、もう統一見解として小豆島は一つという考

え方でないと、他の地域との競争はやっていけないと、こういうな基本的考え方を私は持

っております。したがって今、岡田町長にしましても、立候補のときには合併をするとい

うんで立候補しました。今のところ、自分が任期終えるまでは合併をしないというような

感じに私は受け取っとんですが、これは私の持論としては、やはり小豆島は一つとして考

え方を持っていくべきだと私は思っております。したがって、今のところ別々いうのは、

私は容認するような気持ちになっておりません。したがって、小豆島の真ん中は池田であ

ります。 

○議長（中村勝利君） 副町長。 

○副町長（岡忠昭君） 庁舎の位置につきましては、先ほど町長が申し上げたとおりで

ございまして、私個人といたしましても、仮の話については現段階ではご答弁しにくいい

うことが答えでございます。 

 それから、農地の流動化、これに対する利用権の設定、これありますよね。これは議員

さんよく知っておられると思うんですが、賃借料、これ町独自なりで助成と。それからあ

と、農家の安全対策というんですか、価格保障、それからまた共済の問題、それからいろ

いろ畑かん等の問題、それでやはりこの助成等につきましたり、共済、それからまた基金
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の創設、これやはりもう少し検討いうんですか、勉強してみんと、いろんな法的な問題が

あると思います。共済なんかにしても、栽培面積の問題とか県下での位置の問題とかいろ

いろありますので、きょうはご提案いただいたということで、また担当課のほうでもぼち

ぼちこういうような問題についても取り組んでいかなければならないんではないかなとい

うふうに思っております。 

 ただ、オリーブにつきましては、もう非常に地域性の農業の先端を行っておりまして、

相当踏み込んだ財政状況の中で踏み込んだ施策をしております。ですが、やはりオンリー

ワンといいますか、小豆島の特産ということで、まだまだこれを広げていかなければなら

ない基本的な考え方を持っておりますので、その辺でよろしくご理解いただきたいと思い

ます。以上です。 

○議長（中村勝利君） これで一般質問を終わります。 

 以上をもって本日の日程は終了しました。 

 次回は３月25日水曜日午前９時30分より会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

            散会 午後４時32分 


